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あ い さ つ

　この度、平成２３年度を初年度とする１０カ年のまちづくり指針
となる、第５次総合計画を策定しました。
本町では、これまで第４次総合計画に基づく、「活力と個性あふれる
豊かな町づくり」をめざし、さまざまな施策に取り組んでまいりま
した。
　この間、人口減少や少子高齢化への対応、安全で安心な住民社会
の構築と自然との共生、新しい産業構造への転換、高度情報化社会
への対応など、本町を取り巻く社会経済情勢が大きく変化する中、

活力ある地域づくりが求められております。
　そのため、こうした変化に対応し、中長期的視野のもと総合的かつ計画的な行政運営を
進めるため、５つの基本施策のもと『活き活きと輝き、誇れる町ゆのまえ』の実現をめざ
し、新たな総合計画を策定したものです。
　今後、この計画に基づき、この湯前町がもつ自然の豊かさと歴史を守りつつ、地方分権
時代の大きな流れを乗り切る地域力を高め、町民の皆様が活き活きと輝き、安心して暮ら
すことができ、誇りを持ち、此処「ゆのまえ」に住んで良かったと思うまちづくりを進め
てまいります。
　おわりに、本計画の策定にあたりまして、ご尽力を賜りました振興計画策定審議会委員
並びに町議会議員の皆様はじめ、まちづくり町民アンケート調査などで貴重なご意見、ご
提言をいただきました町民の皆様に心からお礼を申し上げます。

平成２３年３月　　　　　　　　　　　

湯前町長　鶴　田　正　已
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２ 地方分権の進行 

   地方分権の進展により町が担う責任と役割が増していくなか、まちづくりに対する

住民のニーズも多様化しています。 

   また、厳しい財政運営が続くなか、住民満足度の高いまちづくりを進めるためには、

「自ら考え、自ら行動する」住民自治に根ざした協働のまちづくりを進めていくこと

が必要です。地域の特性や資源を有効に活用した政策を展開することで、地域力の向

上を図ることが求められております。今後は、地域の個性化等により、地域間競争の

時代が本格化すると予想され、地方分権時代に対応できる自治能力づくりを高める必

要があります。 

 

３ 環境問題への対応 

   地球温暖化をはじめとする地球環境問題は、解決すべき人類共有の課題であり、地

球環境保全への人々の意識が急速に高まってきています。この問題は、毎日の生活や

経済活動と深く密着しており、今後は、地域全体で省資源、省エネルギー、リサイク

ル運動などの循環型社会の構築に向けた取り組みが必要であります。 

また、一人ひとりが、環境に配慮した暮らし方を実践することで、この美しい環境

を維持しながら、持続可能社会づくりに積極的に参画する必要があります。 

     

４ 高度情報通信社会の進展 

   インターネットや携帯電話などの急速な普及により、生活環境や経済環境が大きく

変化し、情報通信の重要性が益々大きなものとなっています。 

   これらの通信コミュニケーション技術の進展は、遠隔地医療や防災情報などにおい

ても期待される一方、情報化の進展に伴う新たな問題が生じています。このため、情

報化に伴う諸問題への対応や氾濫する悪質なメデイア情報から住民を守る体制づく

りを進める必要があります。 

  

 

第３節 まちづくりへの期待 

総合計画策定のために、平成２１年９月に実施した町民意識調査による町民が寄せる

「まちづくり」への期待についての概要は、次のとおりです。 

 

■小・中・高校生 
問 あなたは、大人になってからも湯前町に住み続けたいと思いますか。 

（１）できれば、ずっと住みたいと思う １４．５％

（２）一時的に町外にでることはあっても将来また戻ってきて住みたい ４６．８％

（３）他の「まち」に住みたい １５．８％
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問 あなたは、将来湯前町がどんなまちになればいいと思いますか。 

（１）山や川などの自然が豊かなまち １５．７％

（２）水や空気がきれいなまち １１．２％

（３）古くからの建物やお祭りがいつまでも残っているまち ９．７％

（４）人が優しく、地域の人同士のふれあいが盛んなまち ６．６％

（５）スポーツをするところや遊び場が多いまち １２．１％

 
 
■一般住民 
問 あなたは、今後、湯前町がどんな町になればいいと思いますか。 

（１）商工業が活性化し、新産業が育成される、雇用の機会がある町 １３．９％

（２）医療・防災・交通安全などの体制が整った、安全で安心して暮らせる町 １３．８％

（３）子どもを安心して産み、育てられる町 １２．９％

（４）保険・福祉などの体制が整った、健康でいきいきと暮らせる町  １２．８％

（５）環境が保たれ、豊かな自然の中で、落ち着いて暮らせる町 １２．０％

 
問 あなたが、湯前町が優先的に取り組むべきだと思う施策はなんですか。 

（１）農業の振興 ３６．３％

（２）商業の振興 ２０．９％

（３）観光の振興 １８．６％

（４）林業の振興 １４．７％

（５）工業の振興 ９．５％

 
問 あなたが生活環境分野において、優先的に取り組むべきだと思う施策はなんですか。 

（１）豊かな自然環境の保護 １９．３％

（２）地震・台風などに対する防火体制の整備 １４．０％

（３）防犯灯設置などの防犯体制の整備 １３．７％

 
問 あなたが保健福祉分野において、優先的に取り組むべきだと思う施策はなんですか。 

（１）医療機関の整備・充実 ２１．４％

（２）子育て支援サービスの充実 １５．２％

（３）高齢者福祉サービスの充実 １３．７％

 
問 あなたが教育・文化分野において、優先的に取り組むべきだと思う施策はなんですか。 

（１）青少年の健全育成や人材育成のための取り組み １４．８％

（２）就学支援制度の充実 １３．２％

（３）教育内容と教育施設の充実 １２．１％
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問 あなたが行財政分野において、優先的に取り組むべきだと思う施策はなんですか。 

（１）役場の行政サービスの向上 ２６．８％

（２）行財政改革の推進 ２３．６％

（３）情報発信や情報公開の充実 ２０．１％

 





基　本　構　想
（平成23年度～平成32年度）

◇第１章　基本構想の策定にあたって
◇第２章　将来像実現のための基本目標



ー 9 ー



ー 9 ー

 - 7 -

第１章 基本構想の策定にあたって 

第１節 基本構想策定の意義 

本町は、平成１３年に「活力と個性あふれる豊かな町づくり」を目標として第４次総合

計画を策定し、個性豊かなまちづくりを展開して参りました。この間、少子高齢化の一層

の進展、地球規模の環境問題、市町村合併を含む地方分権の推進と急激な社会の変化など、

私たちを取り巻く時代の潮流は、これまでの予想を遙かに上回る勢いで進んできており、

住民が求める価値観や生活意識も変化してきております。 
こうした時代の変化をとらえ、新しい時代へのまちづくりの展開を図るために、本計画

を策定することとしました。 
 

第２節 基本構想の基本姿勢と将来像 

本計画を策定するにあたり、次のことを基本姿勢として、 
○ 本町の美しい自然環境、豊かな歴史、ものづくりの技術など地域資源を活かした

まちづくり 
○ 暮らしやすい生活環境や安全・安心して生活が送れる、地域力の強いまちづくり 
○ 住民との協働による、住民ニーズの変化に対応した効率的行財政運営を行うまち

づくり 
 
本町に住む一人ひとりが夢と誇りを抱き、安心して活き活きと暮らし、「ゆのまえが

好き」と、住んでいる住民の方々がそう思う笑顔の似合うまちづくりを実現するため、

計画を進めて参ります。 
 
 

■ 将来像（まちづくりのキャッチフレーズ） 

  活き活きと輝き 誇れる町 ゆのまえ 
～「ここが好き」誇りと笑顔の住む町 ゆのまえ～ 
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第２章 将来像実現のための基本目標 

第１節 施策の大綱 

本町の将来像を実現するため、５本の政策分野別の基本方針を次のように設定します。 
 
１．匠の技と思いが拓く産業づくり 

   「匠の技と思いが拓く産業づくり」では、本町の基幹産業の農林業をはじめとする

各種産業の振興策を進めます。 
   農業の振興については、消費者の安心・安全な食への関心が高まるなか、職業とし

て魅力とやりがいのある農業を目指し、付加価値の高い農産物の機能性を活用した生

産や地産地消の取り組みの拡大を図ります。また、農業の担い手及び組織の育成を図

るとともに耕作放棄地等の解消を進めます。 
   林業の振興については、本町は森林面積が約７割を占め、この豊かな自然環境の保

全や森林の持つ多面的機能の高度発揮、生物多様性の保全のために、森林の保全・育

成及び林業の担い手の育成、生産基盤の整備を推進します。 
   商工業の振興については、経済がグローバル化するなか、地域の特性を活かした魅

力ある商店や個性を発揮できる地場産業の育成、農林業と連携した新たな振興策を推

進します。 
  観光の振興については、豊かな自然と史跡・伝統文化など地域資源を活かした従来

の観光に取り組むなか、グリーンツーリズムなどによる農林業をベースとした新たな

体験型観光で「湯楽里」を拠点施設とした観光施策を進めます。 
 
２．水とみどり豊かな住環境づくり 

   「水とみどりの豊かな住環境づくり」では、土地と水の有効利用、交通体系、防災

消防、交通安全、上下水道、住宅対策、環境衛生及び保全に努め推進します。 
   土地と水の有効利用については、貴重な土地と水を有効活用し、地域の活性化と自

然環境の保全を目指します。 
   交通体系の整備については、近年の産業の発展に伴い交通体系が大きく変化するな

か、住民が安心して生活ができるよう産業、生活道路整備の推進を目指します。 
   防災消防については、地球環境の変化で局地化した集中豪雨などによる災害に対処

すべき、地域での人と人との繋がりをもった自主防災意識の向上と、情報網の更なる

発達により災害等の未然防止に努めます。 
   交通安全については、住民一人ひとりが交通ルールを守るための交通安全意識の高

揚と施設の整備を図り、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指します。 
   上水道・下水道については、安全安心な水道水を安定的に供給し、水資源の確保と

維持強化に努め、下水道では、河川を初めとする水質保全対策を実施し、住民が快適

な生活が送れるよう整備を進めます。 
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   住宅対策については、少子高齢化が進むなか、住民の快適な住環境整備を促進する

ため、新規住宅の建設、老朽化した住宅の建て替え、ユニバーサルデザイン化などの

改築修繕等を行い安心安全な住環境整備を目指します。 
   環境衛生について、地球温暖化をはじめとする地球環境問題に対処するためにも、

生活様式を見直し持続可能な社会づくりを推進し、新エネルギーへの取り組みも併せ

て推進します。 
 
３．ほっとする笑顔あふれる福祉づくり 

   「ほっとする笑顔あふれる福祉づくり」では、子どもから高齢者までが安心して生

活が送れるように福祉施策を進めます。 
   地域福祉活動・老人福祉については、本町は３５%を超える高齢化率のなか、地域

と一体となって長い人生を健康でいきいきと暮らしていける地域社会を実現するた

め、個々にあった福祉サービスの提供を展開します。 
   児童福祉・ひとり親家庭等福祉については、安心して子どもを産み育てることがで

きる町づくりを目指し、将来を担う子供たちを地域全体で見守り、子供たちの心身を

健全に育成するために各施策に取り組みます。 
   障がい者福祉については、障がい者本人及び障がい者を取り巻く環境への働きかけ

を行い、支援体制を図るとともに、社会構成員として安心して暮らして行けるよう各

種福祉サービスに取り組みます。 
   介護保険、国民健康保険については、住民の医療確保と健康維持・増進を図るため

保健事業を始めとする事業の推進に取り組みます。 
 
４．未来へとつなぐ人づくり 

   「未来へとつなぐ人づくり」では、学校教育、社会教育、社会体育、文化財保護と

文化の振興を進めます。 
   学校教育の振興については、ＩＣＴ等を活用した、教育活動を展開し、学校と地域

が一体となり、豊かな自然・歴史・文化・伝統を受け継ぐ、心豊かな人づくりを目指

します。 
   社会教育の振興については、人間尊重の精神を礎とし、一人ひとりが創意と生きが

いを持ち、住民の教養の向上、健康増進、生活向上と明るい地域づくりを推進します。 
   社会体育の振興については、住民一人ひとりがスポーツ活動を気軽に楽しむ生涯ス

ポーツの振興を目指します。 
   文化財保護と文化の振興については、貴重な文化財を次世代に継承していくため、

町の歴史や文化に対する住民の理解と認識を促すとともに、保護と活用を図り、文化

を創造する住民の醸成を目指します。 
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５．ともに考え、ともに創るまちづくり 

「ともに考え、ともに創るまちづくり」では、地方分権の進展により町が担う責任

と役割が増え、少子高齢化の進行と住民の生活様式や価値観の多様化に伴い、まちづ

くりに対する住民ニーズも多様化し、より高度なものとなっています。厳しい財政運

営が続く中、住民満足度を高めるためには、「自ら考え、自ら行動する」住民自治に根

ざした協働のまちづくりを推進します。 
また、旬報・広報等の紙媒体やホームページを含む電子媒体の情報通信網を活用し、

地域と住民を結ぶネットワークづくりを進め、住民と地域、自治体が相互に連携する

機能の充実を図り、住民主体のまちづくりが展開しやすいように環境づくりを進めま

す。 
地方分権が進む中、人吉球磨を中心とした広域的な事務など他の自治体、組合等と

の連携の強化を図ります。 
 
 
 

第２節 主な指標 

１． 人口の推計等 
本町において、国勢調査の結果による人口の推移に基づき１０年後の町人口を推計

しました。平成１７年の国勢調査人口は、４，７２６人でしたが、５年後の平成２７

年では４，０８８人、１０年後の平成３２年には３，７８２人と推計しました。 
   また、産業別経済の指標についても現在までの農家数等の推移を掲載しました。 
 
○ 人口の推計表                         （単位：人） 

年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 平成 32 年 

総 人 口 4,726 4,400 4,088 3,782 

 年少人口   645  512  430   379 

 （14 歳以下） (13.6%) (11.6%) (10.5%) (10.0%) 

 生産年齢人口 2,516 2,341 2,077 1,859 

 （15～64 歳以下） (53.2%) (53.2%) (50.8%) (49.1%) 

 老年人口 1,565 1,547 1,581 1,544 

 （65 歳以上） (33.1%) (35.2%) (38.6%) (40.8%) 

※ 平成１７年は国勢調査数値によるもので、平成２２年から平成３２年の数値は、国立社会 
保障・人口問題研究所の「日本の市区町村将来推計人口」（平成２０年１２月推計）による。 
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         平成２２年１１月１１日 

 

 

湯前町長 鶴 田 正 已 様 

 

 

湯前町振興計画策定審議会 

会 長  東   龍 二 郎 

 

 

 

湯前町基本構想について（答申） 

 

平成２１年８月１８日付け湯前第１９５２号により、本審議会に諮問のあっ

た湯前町基本構想(案)について慎重に審議した結果、町の将来を見通した協働

のまちづくりを進めるための基本方針かつ行政運営の基本方針と認め、原案の

とおりとすることに同意し、これをもって答申といたします。 

なお、審議の過程で出された別添の意見書を踏まえ、基本構想の実現を図ら

れるよう要望します。 

 

 

 

 



ー 16 ー ー 17 ー

 

（意見書） 

１ 地域活性化の源は、「人」と考えます。産業の再生、地域の再生など核

となる人を育成することは、これからの町の重要課題であると考えます。

人が育ち、地域、産業へその効果が波及し、町が田舎ながらの人情味あ

ふれるまちとなるよう努められたい。 

 

２ 本町の基幹産業は、農業であり、その礎となるのが土、土地でありま

す。現在農業経営者の高齢化や農業経営条件の悪化により、耕作放棄地

が増えています。農業の再生と併せてこの美しい農村環境を将来へ残す

ための対策に努められたい。 

     

３ 林業について、林業従事者の高齢化や担い手不足などで山の姿が変わ

りつつある中、森林は、人間の体をリラックスさせ、免疫機能を向上さ

せて健康を増進する効果があると言われており、エコライフなど新たな

取り組みを入れながら、森林の持つ公益的・多面的な機能と保全に努め

られたい。 

 

４ 将来人口推計において、１０年後には４千人を割る推計がでており、

労働人口の減少による産業の進展や地区の存立などに影響がでるなど人

口問題は重要な課題であります。将来人口が少しでも増加するよう生活

環境の整備とともに、子育て支援・教育の充実をはじめ、「安全で、安心

して住み続けたい、住んでよかった」と思えるようにハード・ソフト面

の取り組みに努められたい。 

 

５ 町の人口構成をみますと平成１７年国勢調査では高齢化率が３３．

１％で、１０年後には４０．８％と４０％を超える推計となっています。

急速に進む高齢化社会ではありますが、買い物弱者等の増加にも対応し

た商業者と農業をはじめとする産業の連携による、新たな取り組みなど

で商業の再生と地域の活性化に努められたい。 

 

６ 地方分権が進む中、多様化する諸問題に対処するため、小さな自治体

ながらの特利を活かして、職員や民間も含めたプロジェクトなどで積極

的に課題解消に取り組んでもらいたい。また、財政が厳しい状況である

ので、今後も効率的かつ効果的な行財政運営に努められたい。 
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■ 湯前町振興計画策定審議会委員名簿 

 

会 長 東   龍二郎 住民代表 

副会長 荒 川 廣 文 ＪＡくま理事 

委 員 久保田   修 農業委員会農政部会長 

    〃  永 松 廣 海 商工会理事 

    〃  竹 下 裕 一 商工会理事 

    〃  野 田 アツ子 農業女性ネットワーク会長 

    〃  永 濵 利 恵 婦人会副会長 

    〃  黒 木 優 士 青年団団長（Ｈ２１年度） 

    〃  神 瀬 章 太 青年団団長（Ｈ２２年度） 

    〃  東   振 作 住民代表 

    〃  落 合 昭 子 住民代表 

 

  

 

 





基　本　計　画
（前期計画：平成23年度～平成27年度）

◇第１章　匠の技と思いが拓く産業づくり

◇第２章　水とみどりの豊かな住環境づくり

◇第３章　ほっとする笑顔あふれる福祉づくり

◇第4章　未来へつなぐ人づくり

◇第５章　ともに考えともに創るまちづくり
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第１章 匠の技と思いが拓く産業づくり 

第１節 農業の振興 

１．現況と課題 

農業は食料などを安定的に供給するという役割に加え、国土の保全、水源のかん養、

自然環境の保全など、人々が安全で潤いのある生活を営むうえでの様々な役割を果た

しています。しかし、経済のグローバル化に伴うあらゆる産業分野における国際競争

の激化は農業も例外ではなく、通貨高に加えて地理的・歴史的条件から経営の大規模

化が進んでいないことによる高コスト構造のため、海外から輸入される安価な農産物

との競争は常に日本の農業者に不利であり、その結果として農業は長期低落傾向にあ

ります。 
   そうした中で、本町の農業は中核担い手農家を中心に、水稲を基幹として施設園芸、

畜産、葉タバコ等を組み合わせた複合経営で営まれています。しかし、近年の農産物

の販売価格低迷、燃料・資材価格の高騰による農業所得の低迷は農家の兼業化に拍車

をかけ、後継者不足と農業者の高齢化が顕著となっており、その結果として生じる遊

休農地や耕作放棄地の増加が、農業の置かれた環境の厳しさを示しています。 
   本町においても、平成１２年度に策定した第４次総合計画で１戸あたりの農業所得

を当時の１，４３３千円から平成２２年度には１，７２０千円に向上させることを目

標に掲げましたが、実際には４割以上の減少となりました。このことは、もはや従来

の農業政策の延長線上にある取り組みではこの傾向に歯止めがかからないことを表

していると言えます。しかし、平成２１年９月に実施した住民アンケートの「湯前町

がどんな町になればよいと思いますか」との質問に対して、「自然を生かした農林業

が盛んな町」という回答が１２．１％を占め、農業をはじめとする一次産業への住民

の期待が高いことをうかがわせます。 
   このような状況の中、農業が職業として魅力とやりがいのあるものとなるよう、農

業経営の近代化の促進と意欲ある担い手の農地の集積を図るとともに、安全・安心な

農作物と付加価値の高い農産物などの生産・販売を支援し、農業振興を積極的に推進

する必要があります。 
   また、近年では、食の安全・安心や環境保全を重視した農業への関心が高まってお

り、生産サイドでもそのような多様な消費者ニーズに応えていくことが求められてい

ます。さらに、ほ場整備事業が完了後３０年以上経過し、用水路等の施設が老朽化し

ており、改修等が必要な時期を迎えていることも大きな課題です。 
 
２．基本方針 

   安定し発展する農業を確立していくため、生産基盤の整備や、後継者の育成、営農

組織の育成を図ります。また個性や創意工夫のある農業の育成や新しい農業経営を推

進するとともに、農地の持つ多面的機能を維持するため、農地の保全と有効活用を推

進します。 
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   また、世界人口が増加するなかで長期的には農地や食料が不足しかねないという前

提と、農地は地域にとっては財を生む生産設備であることを踏まえ、農地を農地とし

て維持し、後世に伝えていくために、販売や流通対策、付加価値を付けた商品化の支

援などを含む幅広い振興策を推進します。 
 
３．施策の体系 

（１）生産基盤の整備 
（２）農地の保全・有効利用 
（３）担い手の確保 
（４）生産性の向上 
（５）消費者目線に立った魅力ある農業 

 
４．基本計画 

 （１）生産基盤の整備 
農業生産の基本である土づくりのため、農地への適切な堆肥投入を推進し、そ

のための施設や機械の導入を支援します。農業生産になくてはならない農業用水

については、限りある水資源を効率的に活用するため、既存の施設を最大限に活

用するとともに、農業者や関係団体と連携して施設の維持・補修・改修を行いま

す。 
     また、経営規模の拡大や作業の機械化に伴い、農業用車両等も大型化する傾向

にある中、道路や離合箇所の整備が遅れている地域については、必要に応じて整

備を行います。 
 
 （２）農地の保全・有効利用 
     世界人口が増加するなかで、国内の食料生産力を維持するということは全国的

な課題であるとともに、地域経済にとって大変重要です。 
     こうした課題に対処するため、農地の保全と有効活用を推進するとともに、農

業を「稼げる」職業にするために生産性の向上や販路の拡大、農地を荒らす有害

鳥獣対策等、様々な対策を一体的に推進します。 
   また、中山間地域直接支払制度交付金事業、農地・水・環境保全向上活動支援

事業等により、地域住民一体となって、生態系の保全や景観形成、農村環境に配

慮した農地や農業施設の保全管理に取り組み、耕作放棄の防止に努め、農地の有

効利用を図ります。 
 
 （３）担い手の確保 
     農業後継者や担い手を確保・育成するため、関係機関と連携して、技術・知識

に関する研修や自主的な活動に対して支援し、中核的農業者を育成します。さら

に、既存の農業者及びその後継者にとどまらず、新規参入者や営農組織（法人を

含む）も念頭におきながら、担い手の確保を推進します。 
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     また、これまでに地域の営農を担ってきた農業者の高齢化が進んでいる中で、

生産にあたって重労働を必要とする作物については生産の継続が困難になるケ

ースが増加すると予想されます。そうした場合でも可能な限り農業に携わってい

ただけるよう、軽量作物の導入や農業者の組織化等による営農の維持を図ります。 
 
 （４）生産性の向上 
     経営耕地の団地化を推進するとともに、農地や設備などの経営資源の有効利用

と過剰投資の抑制を図るため、担い手農家を中心とした集落営農の取り組みを支

援します。 
また、生産規模の拡大や作業の機械化、生産設備の導入や更新を支援するため、

補助事業への取り組みや制度融資の斡旋を行います。 
 
 （５）消費者目線に立った魅力ある農業 
     消費の二極化や健康志向などに象徴されるように消費者の価値観が多様化し、

消費行動が細分化するなかで、農業の生産サイドでも販売やマーケティングへの

理解が求められていることから、研修や消費者との交流による情報収集を図ると

ともに、消費者ニーズに対応した安全で良質な農産物の生産を推進します。 
     また、農産物に付加価値を付けるため、農商工連携による加工品の開発と生産

振興、販売ルート開拓等の支援にも積極的に取り組みます。 
 
 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現  状 平成２７年度目標値 

一戸あたりの農業所得 ８５１千円 １，０２１千円 

新規就農及び農業分野での雇用 －      １０名 
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第２節 林業の振興 

 

１．現況と課題 

本町の総面積は４，８４２ｈａで、そのうち３，５６４ｈａ（７４％）を林野が占

めています。 
山林の保有形態は、国有林２，１５０ｈａ（林野の約６０％）で、公有林及び私有

林が１，４１４ｈａ（林野の約４０％）という構成割合です。また、国有林のうち町

及び小中学校が分収林として６６ｈａを活用しています。 
民有林の一般地勢は、市房山（１，７２１ｍ）から花立山（１，１０６ｍ）、白髪

岳（１，４１７ｍ）に連なる九州山地中腹以下の山麓を占め、林業経営に適し、民有

林においては、スギ・ヒノキを主体とした人工林率９０％で、そのうち８１８ha（民

有林人工林の６４%）が９齢級以上（４１年生以上）となり森林資源が充実していま

す。 
しかし、７齢級（３５年生）以下の若い林分では、間伐が必要な森林も見られ、今

後も引き続き保育、間伐を適正に実施していくことが必要となっています。 
公有林を除いた民有林においては、林家個別の所有規模１ｈａ未満の極めて零細な

ものが大半を占めていますが、森林組合へ施業・経営を長期委託し、森林施業計画を

樹立している森林が６割を占め、提案型施業を柱とした集約化施業の推進と林内路網

整備、高性能林業機械の導入による施業の合理化と生産性向上が課題となっています。 
 
２．基本方針 

小規模で分散する森林所有者の森林の団地化、施業の受委託を促進するとともに、

適切な間伐等の森林施業を勧め、森林の健全育成に努めます。また、基盤整備や高性

能林業機械導入について、森林施業と一体的な実施を図ります。さらに、農林産物に

被害を与える野生鳥獣について、被害実態調査を基に策定した鳥獣被害防止計画に基

づいた被害防止の取組を推進するとともに、環境に配慮した林業経営を推進するため、

持続可能な森林システムの構築を目指す森林技術者を育成します。 
また、木材産業面では、公共施設や公共事業における木材利用を推進するとともに、

普及啓発活動と間伐材等の利用促進を図り、併せて木材産業振興施設等の整備を支援

します。 
さらに、山菜、きのこ類、竹などの特用林産物の生産・加工・販売の促進を図ると

ともに、森林の果たしている役割・機能の重要性についての理解を促すため、協働の

森づくり・住民参加の森づくりと森林環境教育を推進します。 
 

３．施策の体系 

  （１）多様で健全な森林の整備 

  （２）持続可能な森林経営の推進 

  （３）地域産材の利用推進 
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  （４）担い手の育成確保 
  （５）地域資源を活かした山村の振興 
  （６）森林の多様な利用の推進 

 

４．基本計画 

（１）多様で健全な森林の整備 
人工林を健全に育てるために必要な間伐等の推進及び森林施業計画等に基

づく計画的な伐採及び伐採跡地の適切な更新を図るため、健全な森林の造成を

推進します。また、森林の持つ公益的機能の持続的発揮に向けた伐採林齢の延

長や複層林・針広混交林等への誘導を推進します。森林は林産物を供給すると

ともに、森林資源の造成と国土の保全、水源のかん養、保健休養の場の提供、

自然環境の保全・形成等の多様な公益的機能を有しており、このような森林の

機能は、適切に管理することによって持続的かつ高度に発揮されます。 
このため、民有林において植栽、下刈り、除・間伐等の一連の造林施業を計

画的・効果的に推進し、森林資源を充実させるとともに、公益的機能の確保や

林業従事者の雇用を安定させ、山村経済の振興を図ります。 
 

（２）持続可能な森林経営の推進 
森林施業・経営の集約化や林内路網整備等を実施し、生産基盤の整備による

コスト削減に取り組み、持続可能な森林経営を推進します。 
また、森林の有する多面的な機能が十分に発揮されるよう、適切な森林整備

を図る観点から、林業事業体等による施業・経営の集約化活動を促進するため、

森林施業に必要な地域活動を支援します。 
 

（３）地域産材の利用推進 
品質・性能が明らかな製品の安定供給など、需要に対応した供給体制の整備、

木材の良さの啓発等による県産材の需要拡大及び木質バイオマスの利活用等

を促進するため、林業・木材産業の振興施設整備を支援します。 
 

（４）担い手の育成確保 
若者やＵ・Ｉターン者等に対し、林業への就業を促進するとともに、林業従

事者や林業事業体の育成及び林業後継者等の活動を支援します。 
また、地域林業における中核的な存在である森林組合が、地域や森林所有者

の負託に応えることができるよう、経営基盤の強化を図ります。さらに、林業

は労働災害の発生頻度が高く、一度発生すれば重大事故となる可能性が高いた

め、安全確保対策の充実とともに就労環境の改善を図ります。 
 

（５）地域資源を活かした山村の振興 
定住促進を含めた都市と山村の交流促進を図るとともに、緑の空間としての
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第３節 工業の振興 

 
１．現況と課題 

本町の工業を取り巻く環境は、長引く不況と経済のグローバル化により、人件費 

等のコスト削減を求めて国内製造業の生産拠点が次々に海外へシフトするなど、地

域経済に与える影響も大きく、更には企業経営における環境変化のスピードが著し

く加速するなど、その対応に苦慮する本町立地の企業も年々その数が減少しており

非常に厳しい現状にあります。 

また、本地域の特徴でもあります職人的技術を用いた伝統工芸の分野においても、

後継者不足の問題をはじめ新製品開発や販路開拓など様々な課題が山積しておりま

す。このように、地域内雇用の多くを担い地域経済を牽引する重要な業種であるこ

とから、その経営の安定に向けて商工会等の関係機関と連携しながら、総合的な支

援が求められています。 

 

２．基本方針 

情報化社会による商圏拡大に対応した既存企業の育成と、地場産業の経営基盤の安

定化を図るとともに、企業誘致については、新規学卒者の就労の場、中・高齢者の雇

用促進等、地域振興にも配慮した地域資源活用型の企業誘致に、本町のみならず広域

的な立場から取り組みます。 

 

３．施策の体系 

（１）中小企業の育成振興 

（２）地場産業の育成振興 

（３）異業種間交流の連携促進 

（４）企業誘致の促進 

（５）情報化の促進 

 

４．基本計画 

（１）中小企業の育成振興 

      後継者の確保や人材の育成、経営基盤の安定強化など中小企業の育成振興の

ため、担い手育成や中小企業融資制度の充実と利用促進に努めます。 

 

（２）地場産業の育成振興 

      木材業、酒造業、農産加工業などの豊かな地域資源を活用した地場産業の育

成振興を図ると共に、新たな特産品の開発に伴う産業興しに取り組みます。 

 

（３）異業種間交流の連携促進 

    異業種間交流の連携を推進し、新しい商品の開発や情報交換による販売ルー
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第４節 商業の振興 

 

１．現況と課題 

  商圏人口の減少、長引く景気低迷による個人消費の落ち込み、ライフスタイルの

変化、モータリゼーションや情報化の進展、近隣市町村へのディスカウントショップ

等の出店など商業を取り巻く環境は近年大きく変化し、小規模な本町商業者は、その

変化に対応が遅れ非常に厳しい経営状態に陥っています。特に消費の流出に伴う地元

小売店の衰退に加え、高齢化の進行による買い物弱者の増加など生活基盤そのものへ

の不安も発生するなど、商業を取り巻く多くの問題が生じています。 

 そのような中、本町のような中山間地域では個店や商店街が抱える問題に加え、福

祉的視点に立った商業展開やまちづくりという視点から捉えた商業再生の取り組み

が求められています。 

 

２． 基本方針 

   消費者ニーズを的確に捉え、個性的な店舗があふれる賑わいのある商店街づくりを

目指します。また、地元商品券等を活用した地元商店の利用推進に努めます。 

 

３． 施策の体系 

（１）買い物環境の整備 

（２）商店街の活性化 

（３）農商工連携の支援 

（４）地元商店の利用促進 

（５）情報化事業の支援 

（６）制度融資の利用支援 

（７）後継者等の人材育成支援 

 

４． 基本計画 

（１）買い物環境の整備 

        消費者の利便性の向上と高齢者や子供達が安心・安全に買い物が出来るよう、 

駐車場や歩道・街路灯など買い物環境の整備及び管理に努めます。 

       また、商店街から離れた周辺地域への宅配サービスをはじめとする移動販売 

等の検討を行ないます。 

 

（２）商店街の活性化 

      商店街における賑わい創出のため、商工会等の関係機関と連携し、イベント

事業や新規出店者の支援等により、魅力ある商店街づくりを推進します。 
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（３）農商工連携の支援 

       地元農林産品を利用した特産品開発による地域活性化を図るために、商業者

と農林業者の連携強化と情報提供等の支援を行います。 

 

（４）地元商店の利用促進 

   商工会が実施する商品券事業を活用した、地元商店の利用促進運動を推進し

ます。 

 

（５）情報化事業の支援 

      広域化、グローバル化する経済環境に対応し商品ＰＲや流通機能の強化を図

るために、様々な情報化事業の取り組みに対し、関係機関等と連携して支援し

ます。 

 

（６）制度融資の利用支援 

      商業者の円滑な資金繰りによる経営基盤の安定を図るために、町預託金の利

用促進に努めると共に、商工会や金融機関等と連携し各種制度融資の周知活動

を行います。 

 

（７）後継者育成等の人材育成支援 

      次代の商業者を育成するために、商工会や関係機関と連携して経営及びまち

づくりに関する資質の向上を図る事業を支援します。 

 

 

 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現  状 平成２７年度目標値 

店  舗  数    ８３店舗       ８５店舗 

販  売  額 ３４１，０００万円  ３７５，０００万円 
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第５節 観光の振興 

 

１．現況と課題 

    近年、旅に癒しやくつろぎを求めるリラックス志向を背景とした旅行ニーズの多様

化や個人・少人数グループによる旅行、また日帰り旅行の増加など旅行形態や観光を

取り巻く環境が大きく変化しています。 

    本町には、歴史ある寺社仏閣や恵まれた大自然、魅力ある特産品など観光素材は豊

富にありますが、認知度が低く全国から来訪者を招き寄せるに至っていません。 

    また、来訪者のうち過半数以上がゆのまえ温泉湯楽里を利用しているにもかかわら

ず、来訪者を他事業者へ繋げることが出来ていないのが現状です。関係機関との連携

のもと、既存資源を活用しながら、体験型観光や観光施設等の受け入れ体制を整備し、

来訪客の増加を図っていく必要があります。そのような中、携わっていただく人材の

確保は欠かせませんが、高齢化が進むなか、高齢者の方々にも、いきいきと元気で町

づくりに参画していただけたらと考えます。そのために、ゆのまえグリーン・ツーリ

ズム研究会等の地域づくり団体を中心にして、体験メニューや地域資源の活用法の検

討など、町づくりの基盤を整備していくことが求められています。 

また、町内や隣接町村間の回遊ルートを整備するほか、ゆのまえ漫画フェスタや湯

前潮おっぱい祭りなど地域色の強い特色あるイベントへの支援を行うことで、観光施

設や観光資源の認知度を高めていくことが求められており、その情報を効果的に発信

できるか成功の鍵を握る大きな要因となっています。 

    一方、観光客を呼び込むための各観光施設の老朽化が目立ちはじめ、その設備更新

等に経費が嵩んできています。 

 

２．基本方針 

集客力のある観光施設や観光資源をイベント開催により認知度を高めながら、都

市からの交流人口増加を図るとともに、回遊ルートの整備や受入体制の確立及び各

組織間の連携を深めることにより、おもてなし力の向上につなげます。また、旬の

観光情報を効果的に合理的に発信していきます。 

 

３．施策の体系 

（１）回遊ルートの整備 

（２）各観光資源の連携 

（３）各観光組織の支援 

（４）イベントの開催 

（５）情報発信力の強化 

（６）観光施設の整備 
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（３）山林ゾーン保全整備 
          本町の約７割を占める、豊かな自然環境に恵まれた森林が持つ国土保全・水

源かん養等の公益的・多面的機能の向上に努めるとともに、緑資源の活用に努め

ます。 
 
 
 

第２節 水の有効利用 

 
１．現状と課題 

本町は、球磨川、都川、牧良川、仁原川等の河川と、農業用水路の幸野溝、上溝、

中溝等が流れており、豊富で良質な水資源に恵まれています。 
 
２．基本方針 

水を守り、大切にする住民意識の高揚を図り、自然環境の保全に努めます。 
 
３．施策の体系 

（１）水環境に対する保全意識の高揚 
（２）水路の管理と改善 

 
４．基本計画 

（１）水環境に対する保全意識の高揚 
① 水辺環境の美化や河川の浄化意識の向上を図るための啓発活動を推進しま

す。 
② ボランティアによる河川、水路清掃などを通じて、水環境を大切にする意

識の啓発高揚を図ります。 
 

（２） 水路の管理と改善 
① 中山間地域直接支払制度等の補助事業を活用するなどし、水路管理を図り

ます。 
② 農業用水を安定的に確保するため、ため池や水路の計画的な改修を行うと

ともに、災害等による災害復旧には迅速に対応します。 
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第３節 交通体系の整備 

 

１．現況と課題 

交通網の整備は、産業の発展と住民福祉の向上のための基礎的条件であり、国道、

県道及び町道を中心とした一般道路の整備を進めています。近年の交通事情により、

幅員の不足や路面の破損が多いため、これに対応した整備が必要であり、また、子供

や高齢者など交通弱者の安全性確保のため交通安全施設等の充実が課題です。 

   農道については、農業の振興のための産業道路や生活道路としての整備が必要です。 

   一方、移動手段を持たない人にとって生活路線バスやくま川鉄道などの公共交通機

関は、生活に欠かせない存在であり、それらの運営の維持に関しては人口減少が進む

中、大変厳しい状況となっています。今後も公共交通の維持及び活性化を図るため、

広域的な交通体系の整備が必要です。 

 

２．基本方針 

   産業の発展と住民福祉の向上を目指し、国道や通学路を中心とした歩道整備の推進 

や安全性、利便性の高い交通手段の確保及び多様化するニーズへの対応を進めます。 

 

３．施策の体系 

 （１）国道・県道の整備促進 
 （２）町道の整備 
 （３）農道の整備 
 （４）地域交通体系の充実 

 

４．基本計画 

 （１）国道・県道の整備促進 
      国道２１９号の交通安全施設（歩道）設置の早期完成を目指します。また、県

道（４路線）の改良促進を目指します。 

 

 （２）町道の整備 
    ①未整備路線の道路整備を行います。 
    ②歩行者の安全性の確保から歩道設置の推進を行います。 
    ③道路幅員の確保に努めます。 
 
 （３）農道の整備 

集落道等で、日常の生活道路としての機能を有する農道や、主要施設をつなぐ

連絡道路としての農道について優先的に整備を行います。 
また、農業生産における農耕車輌等の安全運行と、住民の交通の利便性向上を

図ります。 
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（４）地域交通体系の充実 
   高齢化・過疎化が進むなか、路線バスやくま川鉄道等を含む公共交通機関の「人

吉・球磨地域公共交通総合連携計画」に沿った広域的な取り組みを行うと共に、

住民への運行維持意識の高揚を図るとともに移動手段確保の検討を進めます。 
 
 
■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 平成２７年度目標値 

町道改良率 ６６．２％ ６８．０％ 
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第４節 防災消防 

 

１．現況と課題 

本町は、地理的条件により災害の発生が比較的少ないところですが、近年は地球

温暖化に伴う局地的な集中豪雨(ゲリラ豪雨)による、河川の氾濫、山崩れ、崖崩れな

どの発生が予想され、また住宅密集地区における火災、人吉盆地南縁断層の指定に

よる地震災害が危惧されます。今後は自主防災組織などの地域住民と連携を図りな

がら、防災・防火の思想の普及を図り、住民の生命・財産を守っていくことが必要

です。 

消防団員確保については、若年者の減少による新規団員の減少、団員の就労形態

の変化に伴い、昼間の災害への対応のため消防団ＯＢを活用する機能別団員を導入

しましたが、引き続き団員確保対策が課題となっています。 

近年の国際情勢を見ますと、他国からの武力攻撃やテロ対策など町民を取り巻く

情勢も変化しつつあります。そうしたなか、湯前町国民保護計画を策定し、有事の

際に住民に対しスムーズな情報伝達が出来るよう、全国瞬時警報システム（Ｊ－Ａ

ＬＥＲＴ）を構築しました。今後は、緊急地震速報や気象情報などリアルタイムな

情報をいち早く住民へ伝達できるよう努め、併せて充実した防災消防施設整備が必

要です。 

 
２．基本方針 

消防団員及び自主防災組織の教育・訓練を進め、上球磨消防署との連携強化を図

りながら、地域住民と一体となって、「自助・共助・公助」の確立に努めます。 

 
３．施策の体系 

（１）自然災害対策の推進 

（２）消防対策の推進 

（３）自主防災組織の推進 

 

４．基本計画 

（１）自然災害対策の推進 

町内を流れる都川、牧良川、仁原川災害が起こり得る危険箇所については、

国及び県の事業採択などを要望して災害の未然防止に努めます。 

また、山林が持つ本来の水源かん養機能と大雨時における土砂流出防止機

能の維持推進を図って災害の未然防止に努めます。 

 

   （２）消防対策の推進 

①消防防災体制の充実強化を図ります。 

②火災予防、防災思想普及に努めます。 
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③消防資機材、設備、装備の充実、機動力の強化を進め、消防団の活性化と設

備の近代化に努めます。 

④上球磨消防署と連携を図りながら、より充実した消防団活動及び組織強化に

努めます。 

 

  （３）自主防災組織の推進 

        地区住民の防災意識の向上を図り、災害発生時には自主的な活動により被害

を最小限にとどめ、日常の予防・防災に努めます。 

 

 
■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 平成２７年度目標値 

防火水槽設置箇所 ８８基 ９３基 
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第６節 上水道 

   
１．現況と課題 

   本町の上水道は昭和６３年から３ヵ年で北部地区簡易水道と南部地区簡易水道の

統合と北部地区簡易水道の増補改良工事を行い、現在、計画給水人口５，７００人・

１日最大給水量２，２８０㎥で、水道普及率は平成２２年３月３１日現在で９６％と

なっています。また近年の大規模な地震や台風等の自然災害に備えることなど、危機

管理に対する責務も増大しています。 
   今後は、水需要の低迷による収益の減少や水道施設の老朽化に伴う維持費の増加す

るなかで、より効率的な事業経営が求められています。 
 
２．基本方針 

   今後は、新しい水源開発を含めた水資源の保全を図り、老朽化施設の更新や維持管

理の強化に努め、安全な水道水を安定的に供給できるよう努めます。 
 
３．施策の体系 

  （１）水資源の保全 
  （２）老朽化施設の更新 
  （３）維持管理の強化 
  （４）新たな水源の確保 
    （５）耐震化の推進 
 
４．基本計画 

  （１）水資源の保全 
       水資源の環境保全や水質汚濁防止に努めます。 
    
  （２）老朽化施設の更新 
      施設の機能を継続的に確保するため、適切な更新を行い、施設水準の維持・

向上を図ります 
 

（３）維持管理の強化 
      給水管等の漏水防止に努め、効率的な水の供給に努めます。 

 
（４）新たな水源の確保 
    渇水や水質事故等に備え、新たな水源を開発し、安定した水の供給に努めま

す。 
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（５）耐震化の推進 
    基幹施設の耐震化の整備計画を策定し、計画的に整備を進めます。 
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第７節 公共下水道と浄化槽 

 
１．現況と課題 

下水道施設については、平成９年度に下水道法による認可を受けて事業を実施し、

平成１３年度から整備完了区域においては随時供用を開始しています。平成２１年度

末現在で計画処理面積１７５ha の８１％にあたる１４１．７ha の整備が終わり、接

続率は７７．２％となっています。 
浄化槽についても、下水道の処理場と同じ機能を有していることから、下水道事業

計画区域外の地域については、浄化槽設置整備事業に取組み整備を推進しています。 
下水道施設は、健康で快適な生活基盤となる必須の施設でありトイレの水洗化及び

生活雑排水の処理による生活環境の改善はもとより河川等公共用水域の水質保全の

機能を有していることから、残る３３．３ha についても財政状況を勘案しながら早

期完了に努め、併せて接続率の向上に努めなければなりません。しかし、下水道事業

は、その整備に多額の費用がかかり、借入金の額も多額かつ償還期間が長期間となる

ことから、健全な経営を堅持するためには、長期的な視点に立った経営計画が求めら

れるとともに、下水道接続・浄化槽設置費用が嵩むため、高齢者世帯の接続・設置が

課題となっています。 
 
２．基本方針 

河川等公共用水域の水質保全対策を図り、快適な生活が送れるよう下水道の整備及

び浄化槽の設置を進めます。さらに、住民の理解を得ながら下水道接続加入及び浄化

槽設置を促進し、水質保全に努めます。 
 
３．施策の体系 

（１）処理区域の整備促進 
（２）下水道への加入促進 
（３）経営安定の強化 
（４）生活雑排水処理の推進 

 
４．基本計画 

（１）処理区域の整備促進 
処理区域の整備促進に努め、早期の供用開始を目指します。 

 
（２）下水道への加入促進 

下水道の必要性と整備効果等の啓発活動を行い、下水道への早期加入促進に

努めます。 
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第８節 住宅対策 

 

１．現況と課題 

町営住宅については、現在７８棟１６５戸を管理しており、そのうち７４戸（４

４．８％）の住宅が耐用年数を超過し、維持管理費用も増加傾向にあります。 

    本町には民間の賃貸住宅が少なく、町営住宅入居者募集に対し、若年層から高齢

者層までの幅広い年齢層から入居応募があり、募集倍率を見ると平成１９年度５．

０倍、平成２０年度３．７倍、平成２１年度３．１倍と入居希望者が多いことを示

しています。 

    今後は、婚姻等による独立、転入希望者の受け皿として、新規住宅の建設、耐用

年数を超過した住宅の建替え、改善（ユニバーサルデザイン化等）、補修、耐震化等

が必要と思われます。また、入居期間が長い、入居者の高齢化やこれに伴う一人暮

らし世帯も増加しています。さらに空き家も増え続けており、空き家を含む総合的

な住宅施策に取り組む必要があります。 

 

２．基本方針 

   新規住宅の建設、耐用年数を超過した住宅の建替え、改善（ユニバーサルデザイン

化等）、補修等を行います。また、空き家を利用した住宅対策を検討します。 
 
３．施策の体系 

（１）町営住宅の整備 

  （２）既存住宅の維持管理 
   （３）空き家対策 
 
４．基本計画 

  （１）町営住宅の整備 
      将来の人口・世帯動向、住宅の需要を把握し、若者から高齢者や身障者にも

配慮した町営住宅の整備を図ります。            
 
   （２）既存住宅の維持管理 
      既存住宅を計画的に改善・補修することにより、個々の住宅の長寿命化や住

みよい住環境づくりを図ります。 
   

（３）空き家対策 
      町内の空き家の現状を把握し、空き家の活用対策を図ります。 
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■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 平成２７年度目標値 

町営住宅管理戸数 １６５戸 １７０戸 
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第９節 環境衛生 

 
１．現況と課題 

資源の枯渇・ごみ排出に伴う処分コストの増大・資源開発に伴う環境破壊などが危

惧されている現代にあっては、循環型社会の形成が必要とされています。そのために

は、ごみの減量に努めると共に、安易に焼却・埋め立て処分をせずに可能な限り、再

利用・リサイクルしていくことが求められます。 

湯前町の住民・事業所が「自分たちが出すごみに責任を持つ」など、ごみに対する

意識向上のための取り組みや啓発を行う必要があります。 

 

２．基本方針 

住み良い環境を守るため、住民・事業所への理解と協力を求めていきます。 
 
３．施策の体系 

（１）ごみ処理の適正化・ごみ分別の推進 
（２）ごみの不法投棄の防止 
（３）水質保全対策の推進 
（４）生活環境苦情への対応 
（５）地球温暖化防止対策の取り組みの推進 

 
４．基本計画 

  （１）ごみ処理の適正化・ごみ分別の推進 
町の一般廃棄物処理実施計画に基づき、適正なごみ処理を推進し、生ごみ処

理容器等設置事業により、生ごみの減量化を図ります。住民を対象とした人吉

球磨クリーンプラザにおけるごみ分別体験の実施及び本町のリサイクルステ

ーションを中心に、住民主体のリサイクル運動を推進します。また、レジ袋削

減のためのマイバック運動に取り組みます。 
 

  （２）ごみの不法投棄の防止 
      町による定期的な巡視や保健所、警察との合同巡視による不法投棄の発見及

び防止を図り、立て看板等による啓発を行います。 
   

（３）水質保全対策の推進 
毎年、町内の主な河川（都川、牧良川、仁原川、中溝、幸野溝）の水質検査

を実施しており、今後も河川の水質汚濁防止に努めます。 
 

  （４）生活環境苦情への対応 
住民の苦情も多様化しており、内容を調査し、解決に向けて迅速に対応を行
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います。 
 

  （５）地球温暖化防止対策の取り組みの推進 
      地球温暖化問題の解決に取り組み、環境への負荷の少ない新エネルギーの普

及推進を図ります。 
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第３章 ほっとする笑顔あふれる福祉づくり 

 

第1節 地域福祉活動 

 

１．現状と課題 

従来、多数を占めていた多世代同居の世帯が減少し、核家族化（特に高齢者世帯の

増加）が進行しています。かつての家庭や地域の持っていた相互扶助機能が弱体化し、

地域住民相互の社会的なつながりも希薄化するなど地域社会は変容しつつあります。 
地域福祉は限られた人びとに対するサービスとしてではなく、すべての地域住民のた

めのものとし、かつ、みんなで支え合うものに変えていくことにあります。そのため

には、地域住民が、お互いにひとりの人間として尊重し合い、身近な日々の暮らしの

場である地域社会での多様な課題に対して地域全体で取り組み、それぞれの家庭の自

立した生活を支援する仕組みとしてとらえ直すこと、さらに、地域住民が、参加・参

画する福祉活動を通じて地域を活性化させていく必要があります。 
 

２．基本方針 

日常生活に何らかの課題を抱える人への対応のみではなく、すべての住民が地域の

ためにできることがあるという認識に立って、子どもから高齢者まで、住民だれもが

住み慣れた地域のなかで、いきいきと安心して暮らせるようなまちづくりを展開しま

す。 
 

３．施策の体系 

  （１）ともに支え合う地域づくりの推進 
  （２）安心して利用できる福祉サービスの基盤整備 
  （３）だれもが暮らしやすい生活支援の整備 
 

４．基本計画 

  （１）ともに支え合う地域づくりの推進 

①福祉学習の推進 

子どもの成長過程で豊かな人間性を養うために、ボランティア体験は重要な

役割を果たします。社会人についても、ライフスタイルとしてのボランティア

活動が定着するよう、関心を高めていくことが豊かな地域づくりにつながりま

す。これらを踏まえて福祉に関する学習機会の充実を図ります。 
 

②各種福祉団体活動の促進 

ともに支え合う地域づくりのためには、個々の住民が果たす役割や地域住民

が果たす役割に加えて、各種の福祉団体が果たす役割がこれまで以上に重要に 
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なります。社会福祉協議会をはじめ、民生委員・児童委員やボランティアグル

ープとの連携・支援に努め、活動の活性化を図ります。 
 

③情報提供の充実 
         これからの福祉サービスは、利用者自らが選択し、サービス提供者との契約 

を結ぶことによって提供されるようになります。福祉に関する情報を誰もが必 

要な時に得ることができるように、また、サービス利用を希望する時は、自ら 

の意思で自分に最適なサービスを選択できるように情報提供を充実します。 

 
④相談体制の整備 

いろいろな悩みをどこに相談すればよいか分かりにくい現状にあるため保健

や福祉に関する総合的な相談窓口の設置等によって、安心して相談ができる体

制づくりを進めます。 
 

⑤ケアマネジメント（サービス調整）体制の整備 

利用者の希望にあわせて保健や福祉のサービスを効果的に提供するためには、 
ケアマネジメント（サービス調整）体制の充実が欠かせません。また、サービス

提供機関との連携強化を図り、サービス調整を円滑に実施できる体制をつくりま

す。 
 

（２）安心して利用できる福祉サービスの基盤整備 

①利用者の保護 

最近の福祉サービスは、サービス利用者と提供機関が対等な関係で契約を結

ぶことが基本になっているため、障がいなどにより判断能力が不十分な人がサ

ービス提供機関と契約を結ぶ際には、契約行為を援助する必要があります。判

断能力が不十分な人の地域生活を支えるために、福祉サービスの選択や利用を

援助する体制をつくります。 
 
②福祉サービス評価の仕組みづくり 

サービスの質を向上させて利用者の満足度を高めるためには、サービスにつ

いて適正な評価が行われることが必要です。サービス提供機関の自己評価を促

進することと併せて、第三者によるサービス評価の仕組みづくりに努めます。 

 

③福祉サービスにかかる苦情解決体制の整備 

契約に基づくサービスでは、トラブル等は当事者間で解決することが基本に

なりますが、利用者からサービス提供機関へ直接苦情をいうことに抵抗を感じ

る場合もあるようです。サービスについて、不満に思う点や要望を気軽に相談

できるような体制をつくります。また、サービス提供機関にも働きかけて苦情

解決体制の整備を進めます 
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   ④消費者行政の推進 
     住民のニーズに応じた消費者行政を行うため、消費者相談窓口を設置し、消費

者の被害を防止すると共に被害の迅速な解決を図るための支援対策を行います。 
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第２節 老人福祉 

 

１．現況と課題 

高齢化率が年々高くなる一方で、核家族化や女性の社会進出などにより家庭環境が

変化しており、要介護高齢者に対する家庭での介護力が低下している現状があります。   
また、ひとり暮らし老人等が増加の一途をたどっています。このような現状におい

ては、近隣住民の日常的な交流を基盤とした地域で見守り支援する体制づくりが、ま

すます必要となります。 
 
２．基本方針 

保健・医療・福祉施設の総合的なサービス提供の体制づくりと住民参加の福祉づく

りを確立し、高齢者が安心し生きがいを持って暮らせるような地域社会の形成を目指

します。 
     元気で生きがいに満ちた『活動的な８５歳』の実現と高齢者が介護を要する状態に

なっても、その人らしい生活を自分の意思で送ることを可能とする『高齢者の尊厳を

支えるケア』が確立できるよう努めます。 
 
３．施策の体系 

（１）老人保健福祉計画の推進 
（２）在宅福祉の充実 
（３）高齢者の生きがいと健康づくりの推進 
（４）老人クラブの組織強化及び活動の活性化 
（５）互いに支え合う地域づくりの推進 

 

４．基本計画 

（１）老人保健福祉計画の推進 
      高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心した生活を送ることができるよう

計画に則り施策を展開します。 
 

（２）在宅福祉の充実 
      施設及びマンパワ－の連携を密にし、迅速かつ個々のケ－スに合ったサ－ビ

スができるよう提供体制を整えます。 
 

（３）高齢者の生きがいと健康づくりの推進 
      高齢者の生きがいと健康づくりの意識の高揚と活動の場の提供を行います。 
 

（４）老人クラブの組織強化及び活動の活性化 
      加入年齢到達者の即加入促進と全地区に老人クラブを育成し、高齢者の健康
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第３節 児童福祉 

 

１．現況と課題 

少子高齢化が深刻な社会問題となっているなか、本町の総人口も緩やかな減少傾

向にあり、近年大きな変化はないものの、年少人口、出産年齢人口ともに県、国の

平均を下回り、少子高齢化の現況下にあります。本町では若年層の人口流出と、出

産期に当たる婚姻世帯の減少が、出生率低下の大きな要因であると思われます。今

後も子育てがしやすい町・環境づくりの充実を図りながら、さらに新婚世帯や子育

て世帯が安心して暮らせるような施策を検討し進めていく必要があります。 
     本町での通常保育の利用状況をみると、ほとんどの家庭が子どもを生後１２ヶ月

頃までに保育所（園）へ預け、共働き、または求職活動を始める傾向にあります。

特に保護者の要望が高かった病児・病後児保育事業については、平成２１年度に広

域町村合同で事業を開始し、仕事と家庭の両立支援を図る大きな成果を発揮してい

ます。さらに、児童の放課後や長期休暇中の安心・安全確保の場として定着してい

る学童クラブ利用家庭も増加傾向にあり、今後は増設等も含めた検討が必要です。

核家族化や共働き家庭の増加により、保育サービスをはじめとする子育て支援サー

ビスも多様化していることから、今後もより効率的・効果的なサービスの提供がで

きるよう各施策を展開していかなければなりません。 
     また、近年では児童虐待の深刻化や「働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）の実現」など、国をあげた新たな課題を踏まえ、様々な

児童福祉施策、子育て支援策が進められています。本町においても、次世代を担う

子どもたちの健全育成のため、地域全体で見守る環境づくりの推進が必要不可欠で

す。 
 
２．基本方針 

安心して子どもを生み育てることができる町づくりを目指して、将来を担う子ども

たちを地域全体で見守り、児童の心身を健全に育成していくために、各支援施策に取

り組みます。 
特に『湯前町次世代育成支援行動計画（Ｈ２２年度～Ｈ２６年度）』に基づき、「思

いやりのある心豊かな子どもが育つまち」を基本理念とし、その実現に努めます。 
 
３．施策の体系 

（１）子育て支援の充実 
（２）児童の健全育成のための環境づくり 
（３）児童と地域社会との交流促進 
（４）要保護児童及び家庭の早期発見と支援体制の強化 
（５）学校教育、社会教育、保育所（園)、小中学校との連携強化 
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第４節 ひとり親家庭等 

 

１．現況と課題 

最近の社会、経済情勢の中でひとり親家庭等を取り巻く問題は複雑で多様化してお

り、離婚件数の増加に伴い、ひとり親家庭の数は増加傾向にあります。特に乳幼児を

抱えるひとり親家庭では育児をはじめ生活全般にわたり精神的・経済的負担が大きく

なっています。本町では児童扶養手当（平成２２年度８月からは父子家庭へも受給拡

大）、ひとり親家庭等医療費助成などを行っています。今後も、ひとり親家庭は増加

する傾向にあり、相談活動の充実とともに就労支援など経済的自立等の総合的な支援

が求められています。 

 
２．基本方針 

ひとり親家庭等が抱える問題を気軽に相談できる体制の充実を図り、地域全体で温

かく支える環境づくりの確立をめざします。 
 
３．施策の体系 

（１）民生委員・児童委員、行政、社会福祉協議会による相談事業の推進 
（２）組織及び活動の強化 
（３）各種資金、助成事業等の斡旋及び制度の周知徹底 

 

４．基本計画 

（１）民生委員・児童委員、行政、社会福祉協議会による相談事業の推進 
         ひとり親家庭等が気軽に相談できる窓口体制の整備を図ります。 
 

（２）組織及び活動の強化 
         母子会等会員の相互連携、各種行事を通じて子どもの教育等の悩みの相談及

び解決を気軽に行えるよう融和をもった組織の育成を図ります。 
 

（３）各種資金、助成事業等の斡旋及び制度の周知徹底 
         ひとり親家庭等の更生のための制度資金の周知徹底を図ります。 
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第５節 障がい者福祉 

 

１．現況と課題 

    障がいの種類、障がいの程度及び部位、発生時期、年齢、生活環境等によって、

障がい者の抱えている問題は千差万別です。障がい者すべての人が共に社会の構成

員として暮らしていける考え方に基づいて、障がい者の「完全参加と平等」の実現

に向けた社会づくりのために、福祉サービスの向上、相談支援事業をはじめとする

相談体制の充実、障がい者本人及び障がい者を取り巻く環境への働きかけを行い、

支援体制を確立する必要があります。 
    現在町内では、障がい者が利用できる事業所は、湯前町社会福祉協議会と地域生

活支援センターの２箇所であり、地域で生活しようとする場合、他市町村にある障

がい者施設等を利用しなければならないこともあります。 
    また、奥球磨３カ町村では、児童デイサービスや就労支援等を行う事業所が、他

の地域と比べ少ないのが現状であり、特に児童デイサービスは、錦町と人吉市にし

か事業所がなく、保護者による送迎などの負担が大きくなっています。就労の面で

も、企業における障がい者雇用が進んでいない状態であり、一般就労を希望する障

がい者は、やむなく就労支援施設を利用している状況です。今後は、企業や一次産

業等多岐にわたって雇用拡大につなげていく必要があります。 
 
２．基本方針 

    障がい者の完全参加と平等の実現に向けた取り組みを、総合的に推進していくと

ともに、障がい者をサポートできる地域づくりを、行政と地域が協力して行います。 
 
３．施策の体系 

  （１）自立のための福祉サービスの充実 
  （２）相談体制の充実 
  （３）地域サポート体制の確立 
 
４．基本計画 

  （１）自立のための福祉サービスの充実 
       障がい者が地域で生活していくために必要な障害福祉サービスを、訪問介護

事業所や日中活動系事業所、ＮＰＯ法人等と連携し充実させ、障がい者が十分

なサービスを受けられる地域づくりを図ります。 
 
   （２）相談体制の充実 
       障がい者やその家族が持つ様々な悩み、問題に対応できるよう、相談支援事

業所（身体）や地域生活支援センター（精神）、相談支援センター（知的）、Ｎ

ＰＯ法人等を活用し、町が中心となり気軽に相談できる体制をつくります。 
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第６節 介護保険 

 

１．現況と課題 

平成１２年に始まった介護保険制度も、サービス利用量がおおむね増加傾向で推移する

など、要介護者や要支援者（以下「要介護者等」という。）を中心に地域で支える仕組みとし

て定着してきました。その一方で、平成１７年に改正された介護保険法に基づき、地域支援

事業や新予防給付の創設による介護予防の重点化、地域に密着したサービスの整備、地

域包括支援センターにおける包括的ケアマネジメント機能の創設など、介護保険制度は新

たな段階を迎えました。今後、更に高齢化が進展する中、４０歳から６４歳までの２号被保険

者の中での要介護者等の増加を踏まえ、すべての要介護者等における健康づくりや生きが

いづくり、安心できる暮らしの確保という目標に向け、健康増進事業、老人福祉事業及び介

護保険事業が一体となって支援できる体制を整える必要があります。 

また、今日の高齢化社会においては、行政だけでなく住民、事業者その他関係機関が地

域ぐるみで要介護者等を支える共助の仕組みづくりが重要となります。 

 

２．基本方針 

要介護者等を取り巻く新たな社会情勢や多様化するニーズを的確に把握し、要介護

者等の皆さんがいつまでも住み慣れた地域で安心安全に暮らせる地域づくりを目指

します。また、新しい介護保険事業の仕組みづくりと施策展開に具体的に取り組みま

す。 

 

３．施策の体系 

（１）個人の尊厳保持 

（２）要介護者等の自立支援 

（３）サービスの整合性と公平性の確保 

（４）在宅サービスの継続的重視 

（５）介護予防（健康づくり）と生きがいづくりの推進 

（６）地域ケアの体制の構築 

 

４．基本計画 

（１）個人の尊厳保持 

     要介護等の状況にあっても、人としての尊厳を保って生活できることが大切

であるため、要介護者等がそれぞれ、その人らしい生活が継続できることを重視

します。 

 

（２）要介護者等の自立支援 

要介護等の状態にあっても、持てる力を生かして、できる限り自力で生活で

きるようサポートするという観点から、自立支援を行います。 
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第８節 国民健康保険 

 

１．現況と課題 

国民健康保険制度は住民の医療の確保と健康維持・増進に大きな役割を果たしてい

ます。しかし、疾病構造の多様化、医療の高度化などにより医療費は年々大きく増加

し、また経済の低迷により保険税収入が伸び悩み、国保財政は一般会計からの繰入が

年々増加しています。今後、さらに厳しい財政運営が迫られる中で医療費の適正化、

特定健康診査の推進、保険税の収納率向上などを進め国民健康保険の財政安定化と健

全な運営を図っていく必要があります。 

 

２．基本方針 

住民の健康保持・増進を支える国民健康保険制度を周知徹底するとともに、保健事

業による特定健康診査の推進を主とした健康づくり等による医療費の適正化、保険税

収納率の向上など財政の健全化に努めていきます。                       

              

３．施策の体系 

（１）国民健康保険の健全運営 

①財政の健全化 

②国民健康保険制度の啓発 

③国民健康保険制度の改革、助成の強化要請 

 

（２）保健事業の推進 

①特定健康診査の推進 

②健康づくり事業の推進 

 

４．基本計画 

（１）国民健康保険の健全な運営 

①財政の健全化 

   レセプト点検を充実強化し医療費の適正支出を図るとともに、要した医療費

を住民に通知し、費用についての理解を図り医療費の軽減に努めていきます。   

また、運営に不可欠な国民健康保険税の収納率向上に努めます。 

 

②国民健康保険制度の啓発 

医療保険制度について住民の理解を深めるために広報誌やホームページ等

を活用するとともに、あらゆる機会を利用して周知を図ります。 

 

③国民健康保険制度の改革、助成の強化要請 

 国民健康保険の被保険者は所得の低い層が多く、財政基盤は脆弱なものとな
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っています。今後ますます厳しい財政運営が迫られていくことは避けられませ

ん。国民健康保険の安定的な運営を図るためにも、財政基盤を強化するための

制度の改革や国・県等の助成の強化を要請していきます。 

 

（２） 保健（健康づくり）事業の推進 

①特定健康診査の推進 

   平成２０年度に策定した特定健康診査実施計画に掲げた平成２４年度目標

値である特定健康診査実施率６５％、特定保健指導実施率４５％、メタボリ

ックシンドローム該当者及び予備群の減少率１０％を達成できるよう努めま

す。 

 

②健康づくり事業の推進 

国保財政を圧迫する医療費の増加を抑制するためには、住民自らが規則正

しい生活習慣や食生活を実践し、健康管理や健康づくりを自主的、主体的に

取り組むことが必要であり、①の目標値達成のためにも関係機関と連携を強

化し、住民のライフサイクルに合わせた健康づくりの推進に努めます。 
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という心構えの浸透と体制づくりで非行の防止を図ります。 
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（３）青少年の健全育成 
同世代や異世代との多様な人間関係を経験しながら、社会的自立に必要な主体

性や協調性を育むことができるよう、地域等での多様な活動の機会・情報提供の

充実に努め、青少年及び地域住民の参画の促進を図ります。 
 
（４）読書活動の推進 

利用者のニーズに即した図書の充実を図るとともに、子どもたちの読書活動を

推進し、幅広い知識や豊かな想像力を育む環境を整えます。 
また、図書室の蔵書数増加に伴い、書架スペース・閲覧スペース等が狭小化し

つつあるので、利用者がゆっくりと選書・読書できるよう増床を図っていきます。 
 

（５）人権教育の推進 
人権教育の啓発活動を推進するとともに、差別のない明るい町づくりを目指し

ます。 
 

（６）社会教育施設の充実 
中央公民館や改善センター等の社会教育施設は、生涯学習・各種サークル活

動・総合型スポーツクラブの他、講演会や研修会・会議・レクレーション等に利

用され、住民の学習活動や文化振興の拠点となっています。利用者の高齢化や生

活様式の変化に伴い、施設の改修を段階的に行い、更に利用者にやさしい施設、

安心して学習できる場を提供します。 
 
 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 平成２７年度目標値 

図 書 利 用 者 数  １，２８４人 １，３５０人 

生涯学習講座の参加者数  ２７７人 ３００人 
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■目標値 

将来の姿を表す指標 現  状 平成２７年度目標値 

人口に対する体育組織への加入率 １３％ ２０％ 
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第４節 文化財保護と文化振興 

 

１．現況と課題 

本町には美しい自然と農村風景のなかに、数多くの有形、無形の文化財が散在して

います。これらの文化財の多くは長い歴史の中で、保存、継承されてきた遺産であり、

町の歴史や文化を理解するために重要なものです。 

   しかしながら、地区で守られてきた文化財も多く、地域住民の高齢化のなか、新た

な文化財の保存と活用方法を確立することが求められています。 

   文化団体については、学習意欲の増大に伴い、多様化するニーズに対応できるよう

に、団体の育成支援や活動の場となる中央公民館などの施設の拡充が必要になってき

ています。 

     湯前まんが美術館においては、那須良輔作品を展示するとともに、「まんが」にこ

だわった企画展示を開催するなど集客力をいかに高めるかが課題です。 

 

２．基本方針 

    ふるさと文化の振興のため、文化財の保存と活用に努め、文化団体の育成、湯前ま

んが美術館事業の充実を目指します。 

 

３．施策の体系 

（１）文化財愛護意識の高揚 

（２）未指定文化財の調査 

（３）指定文化財の維持管理 

（４）湯前まんが美術館事業の充実 

（５）文化団体の育成 

  （６）新ゆのまえ町誌刊行の計画 

 

４．基本計画 

（１）文化財愛護意識の高揚 

中央公民館主催の「歴史の道探訪講座」や小学生の町内探険、特に太鼓踊り

や棒踊りなどの無形民俗文化財については、小・中学校の総合学習の時間をと

おして踊りを体験することで、後継者育成、文化財愛護意識の高揚を図ります。 

 

（２）未指定文化財の調査 

文化財の調査については、各地区の堂や社寺、石造文化財については終了し

ていますが、今後、各家所蔵の文化財などについて調査を進めていきます。 

 

（３）指定文化財の維持管理 

    破損が著しい八勝寺阿弥陀堂等については、国等の補助事業を活用して修理
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を行い、併せて防火や盗難防止のための整備を行います。また、文化財周辺も

含めた環境整備も行います。 

 

 （４）湯前まんが美術館事業の充実 

     親しみやすい漫画の展示を進め、周辺観光施設との連携を図りながら、広報活

動を進めていきます。 

  

（５）文化団体の育成 

         文化協会など文化団体の育成、助成に努め、また、利用される施設の拡充を進

めていきます。 

 

 （６）新ゆのまえ町誌刊行の計画 

湯前町史刊行以来４０年以上が経過し、その間に発見された資料も多く、それ

らの資料を収集しながら、新ゆのまえ町誌の刊行を計画していきます。 

また、学校教育、総合的な学習の時間にも有効な、平易な副読本の作成を計画

していきます。 

 

 

 

 

■目標値  

将来の姿を表す指標 現  状 平成２７年度目標値 

まんが館の観覧者数 ３，９００人 ５，０００人 
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第５章 ともに考え、ともに創るまちづくり 

第１節 地域情報の発信 

 

１．現況と課題 

    近年の情報通信技術の進展や高度情報通信ネットワークの生活への浸透、携帯電

話等の普及により、情報通信量が飛躍的に増加している中、安心で安全なネットワ

ークの利用環境の確保は重要性が増しており、個人情報などのセキュリティ確保に

対するニーズが高まっています。 
    本町の行政情報、防災情報などの情報発信手段としては、町広報誌（旬報・広報）、

防災行政無線、インターネット上のホームページ等により行われていますが、住民

全体に確実に情報が伝えられていない状況もあり、情報発信方法の更なる充実が求

められています。 
防災行政無線については、既存設備の老朽化により、平成２２年度大容量の高速

データ通信が可能な光ファイバーケーブルを利用した新たな情報通信システムを整

備することで、行政情報、防災情報を迅速かつ確実に伝達することが可能となりま

す。これらの設備を利用し、住民の福祉の向上に努め、また電子自治体の実現を目

指すとともに、有効かつ高度に利用するための工夫と、新たな技術を活用すると同

時に費用対効果を含め検討していくことが今後の課題となっています。 
          
２．基本方針 

旬報・広報の誌面内容、及び本町ホームページの内容について更なる充実を図りま

す。また、新たな情報通信システムを利用し、地域医療、福祉、防災、産業、観光な

ど広い分野において、地域の特色、創意工夫に基づいた利活用を図り、住民生活の利

便性の向上と、安心を実感できるまちづくりを目指します。 
なお、行政事務の電算化が進む中で、庁舎内外の行政事務の高度化と効率化にも努

めます。 
 
３．施策の体系 

  （１）情報収集と広報活動の充実 
  （２）新たな情報通信システムの高度な利活用 
  （３）行政事務の高度化・効率化 

 

４．基本計画 

  （１）情報収集と広報活動の充実 
       広報活動において、行政と住民、或いは企業や団体との協働や情報の共有化

による情報収集に積極的に努め、情報収集と掲載内容の更なる充実を図り、行

政情報、できごと情報など、地域住民のニーズに即したタイムリーな広報誌の
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発行と本町ホームページの充実を図ります。 
 
  （２）新たな情報通信システムの高度な利活用 
      新たな情報通信システムを利用した高度な防災情報システムの構築及び高

齢化社会へ対応したシステム構築実現への取り組みの他、地場産業の活性化、

観光振興など幅広い利活用を検討し、具体化に向けた取り組みを推進します。 
 
  （３）行政事務の高度化・効率化 
      行政における事務事業の電算化及び個人情報保護、セキュリティ強化などの

対策においては、その必要性を十分に配慮しながら、権限移譲や地方分権に伴

う事務の増大・複雑化に応じて、事務事業の高度化・効率化を図ります。また、

各種電子申請などの受付発行業務についても、地域の実態に即した住民サービ

スを検討し推進します。 
 
 
 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現  状 平成２７年度目標値 

インターネット接続世帯 ３００世帯 ４００世帯 
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（４）ＮＰＯ法人など、協働の主体となる団体の育成 

     新しい公共の担い手となるＮＰＯ法人などの設立に向けた支援を行い、住民活

動の活性化を図ります。 
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第３節 行財政運営 

 

１．現況と課題 

   日本の財政事情は、バブル崩壊後、長く停滞したまま、地域の疲弊、財政赤字、格

差の広がりを見せています。そのような状況のなか、本町においては、下水道事業の

整備継続、老朽化した農業用排水路改修、経済基盤を強固にするための産業の振興事

業、住環境の整備など課題は多く、住民の視点に立った行財政運営の効率化が求めら

れています。 
また、平成２１年度から「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、

一般会計や特別会計のみならず、公営企業会計についても、財政状況の把握と分析を

適正に行い、財政の健全化に努める必要があります。 
自主財源である町税を見ると、長引く景気の低迷による低所得化や失業等を起因と

した担税力の低下、人口減少などにより町税収入は減少傾向にあります。また、若年

層における納税意識の低下や破産者の増加などにより新規滞納者が出現しており、使

用料等も含めた適切な滞納対策が求められています。 
 
２．基本方針 

町財政の中期的な収支見込みに配慮しながら、経費支出の効率化に徹し、限られ

た財源の重点的かつ効率的な配分に努め、新たな財政需要にも積極的に対応できるよ

う健全な財政運営に努めます。 
また、効率的かつ効果的に実施するためには、従来行ってきた事務事業の成果を

検証し、本来の目的に照らし合わせながら財政運営を見直していきます。 
町税においては、課税客体を的確に把握・課税し、自主財源及び公平性を確保す

るための滞納整理を強化するとともに、新規滞納者の抑制を図り徴収率の向上に努

めます。また、使用料等も含めた関係部署とも連携を図ります。 
 
３．施策の体系 

 （１）選択と集中による事業の重点化 
 （２）計画的な人材育成 
 （３）適切な課税と徴収強化 
 

４．基本計画 

  （１）選択と集中による事業の重点化 
非常に厳しい財政状況の中、限られた財源の中で真に必要な事業を選択し、

また、歳出全般にわたる見直しと、合理化・効率化に徹底的に取り組み、各種

施策の優先度の見極めを行うことで、所要財源の確保に努めます。 
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  （２）計画的な人材育成 

住民の福祉の向上及び住民サービスの更なる向上への期待と信頼に応えら

れるよう、職員の人材育成を計画的に推進します。 
 
  （３）適切な課税と徴収強化 

現年度分については、新規滞納の防止策を講じ、また滞納繰越分については

その滞納原因を把握し、各々に応じた適正な滞納整理を実施するとともに、自

力執行権に基づく厳正な滞納処分に取り組みます。また、使用料等も含めた関

係部署と連携を強化し、滞納額全体の抑制を図ります。 
 
 
 

■ 目標値 

将来の姿を表す指標 現   状 平成２７年度目標値 

町 税 徴 収 率 ８８．２％ ９１．０％ 
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第４節 広域行政の推進 

 
１．現況と課題 

交通や通信体系が発達し、住民の生活圏が拡大している中、広域行政の取り組み

も地方分権の推進とともに大きな時代の流れとなってきています。 

本町は、人吉球磨地域圏の構成市町村とゴミ・し尿処理、下水道、消防、医療、

介護保険等の認定審査、火葬場などについて、一部事務組合若しくは、機関の共同

設置を図るなど密接な連携を取り合っています。このような市町村の枠を越えた広

域的なネットワーク形成や共同の事業運営など、各市町村の特徴を活かしながら機

能分担を図った広域行政の果たす役割がますます重要となっています。 

今後も様々な分野において効率的で効果的な行政運営や事業推進を図るため、広

域行政における推進体制やネットワークを強化する必要があります。 

 
２．基本計画 

近隣市町村との連携を深め、効率的、効果的な広域行政を推進します。 

また、住民サービスの更なる向上や財政の効率化を図るため、新たな広域連携を検

討します。 

 
３．施策の体系 

（１）広域行政の推進 

（２）近隣市町村等との連携強化 

 
４．基本計画 

（１）広域行政の推進 

①人吉球磨広域行政組合と連携した新たな事業等を検討し、実現に努めます。 

②上球磨消防組合、球磨郡公立多良木病院企業団など共同で設置している機関の効

率的な運営を進めます。 

 
（２）近隣市町村等との連携強化 

      人吉球磨を始めとする広域の共通課題の解決に向けた取り組みについて連携

を図ります。 
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事　業　計　画

○事業計画（平成23年度～27年度）

○普通会計歳入計画書

○普通会計歳出計画書
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成
2
3
年
度
～
2
7
年
度
）

財
　
　
　
　
源

　
　
　
　
内

　
　
　
　
訳

防
火

水
槽
新
設

４
０
ｍ
3
級
　
5
基

H
2
3
～
H
2
7

3
0
,0
0
0

0
0

3
0
,0
0
0

0
0

消
防

ポ
ン
プ
車
更
新
事
業

消
防
ポ
ン
プ
車
購
入
1
台

H
2
4

2
5
,0
0
0

0
0

2
5
,0
0
0

0
0

上
球

磨
消
防
組
合
施
設
整
備
等
負
担
金

上
球
磨
消
防
組
合
負
担
金

H
2
3
～
H
2
7

9
7
,2
3
6

0
0

7
3
,1
0
0

0
2
4
,1
3
6 0

小
計

1
5
2
,2
3
6

0
0

1
2
8
,1
0
0

0
2
4
,1
3
6

交
通

安
全
施
設
整
備

ｶ
ｰ
ﾌ
ﾞﾐ
ﾗ
ｰ
等
の
交
通
安
全
施
設
の
整
備

H
2
3
～
H
2
7

3
,5
0
0

0
0

0
0

3
,5
0
0

小
計

3
,5
0
0

0
0

0
0

3
,5
0
0

建
設

改
良
事
業

水
源
開
発
事
業

H
2
3
～
H
2
7

4
0
,0
0
0

0
0

0
0

4
0
,0
0
0

建
設

改
良
事
業

緩
速
濾
過
砂
天
地
替
工
事

H
2
3
～
H
2
4

2
8
,0
0
0

0
0

0
0

2
8
,0
0
0

6
8
,0
0
0

0
0

0
0

6
8
,0
0
0

特
定

環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業

管
布
設
工
事
・
実
施
測
量
設
計
委
託
等

H
2
3
～
H
2
7

7
3
0
,5
0
0

3
5
0
,0
0
0

0
3
8
0
,0
0
0

0
5
0
0

球
磨

川
上
流
流
域
下
水
道
事
業

建
設
負
担
金

H
2
3
～
H
2
7

3
8
,1
9
2

0
0

3
7
,9
0
0

0
2
9
2

浄
化

槽
設
置
事
業

下
水
道
区
域
外
へ
の
浄
化
槽
設
置
補
助
事
業

H
2
3
～
H
2
7

2
8
,9
4
0

5
,2
4
5

5
,2
4
5

0
0

1
8
,4
5
0

小
計

7
9
7
,6
3
2

3
5
5
,2
4
5

5
,2
4
5

4
1
7
,9
0
0

0
1
9
,2
4
2

住
宅

整
備
事
業

住
宅
整
備
事
業

H
2
3
～
H
2
7

4
2
,0
0
0

1
8
,9
0
0

0
2
3
,1
0
0

0
0 0 0

小
計

4
2
,0
0
0

1
8
,9
0
0

0
2
3
,1
0
0

0
0

人
吉

球
磨
広
域
行
政
組
合
負
担
金

ご
み
処
理
施
設
等
に
伴
う
負
担
金

H
2
3
～
H
2
7

1
8
5
,3
8
7

0
0

0
0

1
8
5
,3
8
7

人
吉

球
磨
広
域
行
政
組
合
負
担
金

し
尿
処
理
施
設
等
に
伴
う
負
担
金

H
2
3
～
H
2
7

1
2
1
,2
9
1

0
0

0
0

1
2
1
,2
9
1

ご
み

収
集
運
搬
業
務
委
託

家
庭
ご
み
収
集
運
搬
業
務
の
委
託

H
2
3
～
H
2
7

2
0
,0
0
0

0
0

0
0

2
0
,0
0
0

ご
み

収
集
車
（
パ
ッ
カ
ー
車
）
の
購
入

ご
み
収
集
車
（
パ
ッ
カ
ー
車
）
の
更
新

H
2
3

8
,0
0
0

0
0

0
0

8
,0
0
0

小
計

3
3
4
,6
7
8

0
0

0
0

3
3
4
,6
7
8

1
,6
2
7
,5
4
6

4
5
1
,1
4
5

9
,7
4
5

6
6
3
,0
0
0

0
5
0
3
,6
5
6

水 道 住 宅 対 策 環 境 衛 生

計

水 と み ど り の 豊 か な 住 環 境 づ く り

下 水 道防 災 消 防 交 通 安 全
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（
単

位
：
千

円
）

国
庫

支
出

金
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
特

定
財

源
一

般
財

源
備

　
考

事
　
　
業
　
　
名

事
　
業
　
内
　
容

事
業
年
度

事
業
費

区
分○

事
業

計
画

　
　
(平

成
2
3
年
度
～
2
7
年
度
）

財
　
　
　
　
源

　
　
　
　
内

　
　
　
　
訳

介
護

給
付
・
訓
練
等
給
付
事
業

介
護

給
付

・
訓

練
等

給
付

事
業

（
障

害
福

祉
サ

ー
ビ
ス
事

業
）

H
2
3
～
H
2
7

4
5
6
,3
0
0

2
2
8
,1
5
0

1
1
4
,0
7
5

0
0

1
1
4
,0
7
5

地
域

生
活
支
援
事
業

障
が
い
者
の
地
域
生
活
支
援
事
業

H
2
3
～
H
2
7

6
,6
0
0

3
,3
0
0

1
,6
5
0

0
0

1
,6
5
0

補
装

具
給
付
事
業

障
が
い
者
へ
の
補
装
具
給
付
・
修
理

H
2
3
～
H
2
7

7
,5
0
0

3
,7
5
0

1
,8
7
5

0
0

1
,8
7
5

自
立

支
援
医
療
（
更
生
医
療
）
給
付
事
業

更
生
医
療
費
の
給
付

H
2
3
～
H
2
7

3
6
,0
6
0

1
8
,0
3
0

9
,0
1
5

0
0

9
,0
1
5

障
害

者
住
宅
改
造
助
成
事
業

住
宅
改
造
の
助
成
事
業

H
2
3
～
H
2
7

4
,5
0
0

0
2
,2
5
0

0
0

2
,2
5
0

障
害

認
定
審
査
会
運
営
事
業

障
害
認
定
審
査
会
の
運
営
事
業

H
2
3
～
H
2
7

4
,1
8
5

0
0

0
0

4
,1
8
5

障
が

い
者
相
談
支
援
事
業

障
が
い
者
等
へ
の
相
談
支
援
事
業

H
2
3
～
H
2
7

4
,8
8
5

0
0

0
0

4
,8
8
5

地
域

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
充
実
強
化
事
業

H
2
3
～
H
2
7

2
2
,8
3
0

3
,7
5
0

1
,8
7
5

0
2
,6
3
5

1
4
,5
7
0

障
が

い
者
福
祉
年
金
支
給
事
業

障
が
い
者
等
へ
の
福
祉
年
金
の
支
給
事
業

H
2
3
～
H
2
7

6
,8
0
0

0
0

0
0

6
,8
0
0

重
度

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
事
業

重
度
障
が
い
者
へ
の
医
療
費
助
成
事
業

H
2
3
～
H
2
7

5
7
,1
2
0

0
2
8
,5
6
0

0
0

2
8
,5
6
0

障
害
児
居
宅
生
活
支
援
利
用
者
負
担
特
別
助
成
事

業
障

が
い
児

へ
の

障
害

福
祉

サ
ー
ビ
ス
費

自
己

負
担

の
助

成
H
2
3
～
H
2
7

8
2
5

0
0

0
0

8
2
5

障
害

者
自
立
支
援
特
別
対
策
事
業

障
害
者
自
立
支
援
法
の
運
営
円
滑
化

H
2
3
～
H
2
7

5
,2
8
5

2
,6
4
2

1
,3
2
1

0
0

1
,3
2
2

小
計

6
1
2
,8
9
0

2
5
9
,6
2
2

1
6
0
,6
2
1

0
2
,6
3
5

1
9
0
,0
1
2

居
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス

介
護

（
予

防
）
サ

ー
ビ
ス
給

付
費

・
高

額
介

護
（
予

防
）

サ
ー
ビ
ス
等

費
・
審

査
支

払
手

数
料

等
H
2
3
～
H
2
7

1
,1
7
4
,1
3
4

2
3
4
,8
2
7

1
4
6
,7
6
7

0
7
9
2
,4
6
1

7
9

施
設

介
護
サ
ー
ビ
ス

施
設

介
護

サ
ー
ビ
ス
給

付
費

・
特

定
入

所
者

介
護

サ
ー
ビ
ス
費

H
2
3
～
H
2
7

8
9
9
,7
4
4

1
3
4
,9
6
2

1
5
7
,4
5
5

0
6
0
7
,3
1
7

1
0

小
計

2
,0
7
3
,8
7
8

3
6
9
,7
8
9

3
0
4
,2
2
2

0
1
,3
9
9
,7
7
8

8
9

ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン
接

種
補

助
金

乳
幼

児
の

髄
膜

炎
等

の
予

防
ワ
ク
チ
ン
の

接
種

奨
励

H
2
3
～
H
2
7

1
,0
0
0

5
0
0

0
0

0
5
0
0

子
宮

頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
接
種
補
助
金

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
奨
励

H
2
3
～
H
2
7

1
,2
5
0

6
2
5

0
0

0
6
2
5

肺
炎

球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
補
助
金

高
齢

者
等

へ
の

肺
炎

予
防

ワ
ク
チ
ン
の

接
種

奨
励

H
2
3
～
H
2
7

3
,5
0
0

1
,7
5
0

0
0

0
1
,7
5
0

各
種

が
ん
検
診
委
託
料

各
種
が
ん
検
診
の
実
施

H
2
3
～
H
2
7

1
3
5
,0
0
0

0
0

0
4
0
,6
5
0

9
4
,3
5
0

公
立

多
良
木
病
院
企
業
団
負
担
金

公
立

多
良

木
病

院
へ

の
構

成
町

と
し
て
の

負
担

金
H
2
3
～
H
2
7

3
7
,0
0
0

0
0

0
0

3
7
,0
0
0

病
院

群
輪
番
制
病
院
運
営
事
業
負
担
金

中
核
医
療
施
設
の
医
療
体
制
へ
の
補
助
金

H
2
3
～
H
2
7

2
,3
8
5

0
0

0
0

2
,3
8
5

町
食

生
活
改
善
推
進
協
議
会
補
助
金

食
生
活
改
善
の
推
進
団
体
へ
の
活
動
補
助
金

H
2
3
～
H
2
7

1
,3
5
0

0
0

0
0

1
,3
5
0

乳
幼

児
医
療
費
助
成
事
業

乳
幼
児
の
医
療
費
負
担
の
軽
減

H
2
3
～
H
2
7

6
9
,5
0
0

0
2
3
,9
1
0

0
0

4
5
,5
9
0

妊
婦

健
康
診
査
委
託
料

妊
婦
健
康
診
査
の
委
託

H
2
3
～
H
2
7

1
8
,7
5
0

6
,2
2
5

0
0

0
1
2
,5
2
5

各
年

代
歯
科
検
診
事
業

地
元
歯
科
医
に
よ
る
歯
科
検
診

H
2
3
～
H
2
7

2
,3
1
0

0
0

0
0

2
,3
1
0

小
計

2
7
2
,0
4
5

9
,1
0
0

2
3
,9
1
0

0
4
0
,6
5
0

1
9
8
,3
8
5

介 護 保 険障 が い 者 福 祉 住 民 保 健

ほ っ と す る 笑 顔 あ ふ れ る 福 祉 づ く り
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（
単

位
：
千

円
）

国
庫

支
出

金
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
特

定
財

源
一

般
財

源
備

　
考

事
　
　
業
　
　
名

事
　
業
　
内
　
容

事
業
年
度

事
業
費

区
分○

事
業

計
画

　
　
(平

成
2
3
年
度
～
2
7
年
度
）

財
　
　
　
　
源

　
　
　
　
内

　
　
　
　
訳

国
民

健
康
保
険
給
付
事
業

国
民
健
康
保
険
給
付

H
2
3
～
H
2
7

1
,8
9
3
,6
3
0

8
9
9
,8
2
1

1
6
7
,8
1
4

0
6
6
9
,7
2
1

1
5
6
,2
7
4

小
計

1
,8
9
3
,6
3
0

8
9
9
,8
2
1

1
6
7
,8
1
4

0
6
6
9
,7
2
1

1
5
6
,2
7
4

6
,2
3
4
,1
9
7

2
,0
9
2
,0
1
1

8
0
2
,4
0
4

0
2
,2
0
3
,1
2
4

1
,1
3
6
,6
5
8

小
学

校
プ
ー
ル
修
繕
事
業

小
学
校
小
学
年
用
プ
ー
ル
修
繕

H
2
4

4
5
,0
0
0

1
5
,0
0
0

0
2
1
,0
0
0

0
9
,0
0
0

中
学

校
柔
道
場
改
築
事
業

中
学
校
柔
道
場
改
築

H
2
5

3
3
,0
0
0

1
1
,0
0
0

0
1
5
,4
0
0

0
6
,6
0
0

小
計

7
8
,0
0
0

2
6
,0
0
0

0
3
6
,4
0
0

0
1
5
,6
0
0

生
涯

学
習
教
育
の
推
進

各
種
教
室
・
学
級
等
の
開
催

H
2
3
～
H
2
7

1
1
,0
0
0

0
0

0
0

1
1
,0
0
0

公
民

館
改
修
等
事
業

公
民
館
・
改
善
セ
ン
タ
ー
改
修
等
工
事

H
2
3
～
H
2
4

3
6
,0
0
0

0
0

0
0

3
6
,0
0
0

公
民

分
館
活
動
支
援
事
業

分
館
活
動
・
花
づ
く
り
奨
励
の
支
援

H
2
3
～
H
2
7

1
1
,0
0
0

0
0

0
0

1
1
,0
0
0

公
民

分
館
施
設
整
備
支
援
事
業

分
館
施
設
の
整
備
等
の
支
援

H
2
3
～
H
2
7

2
,5
0
0

0
0

0
0

2
,5
0
0

美
術

館
周
辺
整
備

町
道
駅
前
線
歩
道
等
整
備
工
事

H
2
3

4
0
,0
0
0

2
2
,0
0
0

0
1
8
,0
0
0

0
0

小
計

1
0
0
,5
0
0

2
2
,0
0
0

0
1
8
,0
0
0

0
6
0
,5
0
0

海
洋

セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
施
設
整
備
事
業

プ
ー
ル
温
水
化
改
修
等
工
事

H
2
3
～
H
2
6

6
8
,0
0
0

0
0

1
8
,6
0
0

3
4
,8
0
0

1
4
,6
0
0

町
民

グ
ラ
ン
ド
等
施
設
整
備
事
業

ジ
ョ
ギ
ン
グ
ロ
ー
ド
等
整
備
工
事

H
2
3
～
H
2
7

1
0
0
,0
0
0

4
2
,5
0
0

0
2
2
,5
0
0

0
3
5
,0
0
0

海
洋

セ
ン
タ
ー
体
育
館
等
補
修
整
備
事
業

海
洋
セ
ン
タ
ー
体
育
館
等
補
修
工
事

H
2
5

2
5
,0
0
0

6
,0
0
0

0
0

0
1
9
,0
0
0

船
舶

器
材
配
備
整
備
事
業

船
舶
器
材
配
備
整
備

H
2
3

1
,0
5
0

0
0

0
1
,0
5
0

小
計

1
9
4
,0
5
0

4
8
,5
0
0

0
4
1
,1
0
0

3
4
,8
0
0

6
9
,6
5
0

文
化

財
保
存
修
理
事
業

文
化
財
保
存
修
理
事
業

H
2
3
～
H
2
7

1
1
3
,0
0
0

7
0
,2
0
0

5
,4
0
0

3
2
,4
0
0

0
5
,0
0
0

無
形

民
俗
文
化
財
保
存
継
承
事
業

無
形
民
俗
文
化
財
保
存
継
承
補
助
金

H
2
3
～
H
2
7

1
,0
0
0

0
0

0
0

1
,0
0
0

小
計

1
1
4
,0
0
0

7
0
,2
0
0

5
,4
0
0

3
2
,4
0
0

0
6
,0
0
0

4
8
6
,5
5
0

1
6
6
,7
0
0

5
,4
0
0

1
2
7
,9
0
0

3
4
,8
0
0

1
5
1
,7
5
0

職
員

研
修

職
員
の
資
質
向
上
を
図
る

H
2
3
～
H
2
7

1
2
,0
0
0

0
0

0
0

1
2
,0
0
0

町
制

7
5
周
年
記
念
事
業

町
制
施
行
7
5
周
年
記
念
事
業

H
2
4

3
,0
0
0

0
0

0
0

3
,0
0
0

集
落

再
生
支
援
事
業

集
落
再
生
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

H
2
5

3
,0
0
0

0
0

3
,0
0
0

0
0

電
算

シ
ス
テ
ム
更
新
事
業

電
算
シ
ス
テ
ム
更
新
事
業

H
2
3

7
8
,5
0
0

0
0

3
4
,0
0
0

0
4
4
,5
0
0

9
6
,5
0
0

0
0

3
7
,0
0
0

0
5
9
,5
0
0

9
,5
2
6
,2
7
9

2
,8
4
6
,9
9
1

1
,1
1
5
,3
2
3

8
9
7
,9
0
0

2
,2
5
3
,4
2
4

2
,4
1
2
,6
4
1

国 民 健 康

保 険

学 校 教 育

の 振 興

計

社 会 教 育 の 振 興

合
計

計

計

文 化 財 と 文 化

の 振 興 と も に 考 え 、 と も に

創 る ま ち づ く り

社 会 体 育 の 振 興

未 来 へ つ な ぐ 人 づ く り
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画
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１
．

歳
入

年
度

区
分

増
減

額
増

減
率

増
減

額
増

減
率

増
減

額
増

減
率

増
減

額
増

減
率

増
減

額
増

減
率

町
税

2
3
5
,6

4
6

8
.4

△
 6

,9
2
9

△
 2

.9
2
6
1
,5

0
5

1
0
.2

2
5
,8

5
9

1
1
.0

2
6
5
,0

2
2

9
.0

3
,5

1
7

1
.3

2
5
5
,2

1
0

7
.6

△
 9

,8
1
2

△
 3

.7
2
4
3
,0

0
0

7
.2

△
 1

2
,2

1
0

△
 4

.8

地
方

譲
与

税
等

1
3
1
,4

5
1

9
.2

1
0
,9

0
3

9
.0

9
4
,7

4
0

3
.7

△
 3

6
,7

1
1

△
 2

7
.9

8
8
,4

3
5

3
.0

△
 6

,3
0
5

△
 6

.7
8
5
,4

5
1

2
.5

△
 2

,9
8
4

△
 3

.4
7
4
,1

3
4

2
.2

△
 1

1
,3

1
7

△
 1

3
.2

地
方

交
付

税
1
,4

2
2
,7

9
5

5
0
.9

△
 2

0
,7

9
8

△
 1

.4
1
,4

5
9
,5

3
0

5
7
.0

3
6
,7

3
5

2
.6

1
,5

2
4
,2

6
2

5
1
.5

6
4
,7

3
2

4
.4

1
,5

2
2
,4

6
8

4
5
.1

△
 1

,7
9
4

△
 0

.1
1
,4

8
5
,1

2
8

4
3
.7

△
 3

7
,3

4
0

△
 2

.5

小
計

（
Ａ

）
1
,7

8
9
,8

9
2

6
8
.5

△
 1

6
,8

2
4

△
 0

.9
1
,8

1
5
,7

7
5

7
0
.9

2
5
,8

8
3

△
 1

4
.4

1
,8

7
7
,7

1
9

6
3
.4

6
1
,9

4
4

△
 0

.9
1
,8

6
3
,1

2
9

5
5
.2

△
 1

4
,5

9
0

△
 7

.2
1
,8

0
2
,2

6
2

5
3
.0

△
 6

0
,8

67
△

 2
0
.5

分
担

金
・

負
担

金
2
2
,4

7
7

0
.9

△
 5

5
5

△
 2

.4
2
1
,9

3
2

0
.9

△
 5

4
5

△
 2

.4
2
3
,2

2
0

0
.8

1
,2

8
8

5
.9

25
,5

2
5

0
.8

2
,3

0
5

9
.9

2
5
,0

1
4

0
.7

△
 5

1
1

△
 2

.0

使
用

料
・

手
数

料
4
8
,6

8
6

1
.8

△
 3

,1
3
1

△
 6

.0
4
6
,0

5
1

1
.8

△
 2

,6
3
5

△
 5

.4
4
2
,1

8
8

1
.4

△
 3

,8
6
3

△
 8

.4
3
6
,4

9
1

1
.1

△
 5

,6
9
7

△
 1

3
.5

3
2
,4

6
6

1
.0

△
 4

,0
2
5

△
 1

1
.0

国
県

支
出

金
3
9
0
,3

5
2

1
4
.0

1
3
3
,4

4
4

5
1
.9

2
6
9
,5

2
0

1
0
.5

△
 1

2
0
,8

3
2

△
 3

1
.0

4
6
5
,7

6
5

1
5
.7

1
9
6
,2

4
5

7
2
.8

8
4
2
,8

7
3

2
5
.0

3
7
7
,1

0
8

8
1
.0

9
2
0
,0

0
0

2
7
.1

7
7
,1

2
7

9
.2

財
産

収
入

5
3
,0

5
3

1
.6

3
0
,0

4
6

1
3
0
.6

4
1
,2

8
8

1
.6

△
 1

1
,7

6
5

△
 2

2
.2

3
3
,3

5
6

1
.1

△
 7

,9
3
2

△
 1

9
.2

3
4
,4

3
6

1
.0

1
,0

8
0

3
.2

2
4
,4

3
6

0
.7

△
 1

0
,0

0
0

△
 2

9
.0

地
方

債
2
9
2
,0

0
0

6
.2

1
2
5
,5

0
0

7
5
.4

1
5
7
,8

2
4

6
.2

△
 1

3
4
,1

7
6

△
 4

6
.0

2
5
5
,6

5
8

8
.6

9
7
,8

3
4

6
2
.0

2
9
2
,1

6
5

8
.7

3
6
,5

0
7

1
4
.3

3
2
5
,4

6
9

9
.6

3
3
,3

0
4

1
1
.4

そ
の

他
の

収
入

1
9
6
,6

3
7

7
.0

△
 3

1
,7

5
6

△
 1

3
.9

2
0
9
,1

5
5

8
.2

1
2
,5

1
8

6
.4

2
6
1
,4

6
3

8
.8

5
2
,3

0
8

2
5
.0

2
8
1
,5

5
8

8
.3

2
0
,0

9
5

7
.7

2
6
8
,0

7
5

7
.9

△
 1

3
,4

8
3

△
 4

.8

小
計

（
Ｂ

）
1
,0

0
3
,2

0
5

3
1
.5

2
5
3
,5

4
8

3
3
.8

7
4
5
,7

7
0

2
9
.1

△
 2

5
7
,4

3
5

△
 2

5
.7

1
,0

8
1
,6

5
0

3
6
.6

3
3
5
,8

8
0

4
5
.0

1
,5

1
3
,0

4
8

4
4
.8

4
3
1
,3

9
8

3
9
.9

1
,5

9
5
,4

6
0

4
7
.0

8
2
,4

1
2

5
.4

歳
入

合
計

（
Ａ

）
＋

（
Ｂ

）
2
,7

9
3
,0

9
7

1
0
0
.0

2
3
6
,7

2
4

9
.3

2
,5

6
1
,5

4
5

1
0
0
.0

△
 2

3
1
,5

5
2

△
 8

.3
2
,9

5
9
,3

6
9

1
0
0
.0

3
9
7
,8

2
4

1
5
.5

3
,3

7
6
,1

7
7

1
0
0
.0

4
1
6
,8

0
8

1
4
.1

3
,3

9
7
,7

2
2

1
0
0
.0

2
1
,5

4
5

0
.6

人
件

費
5
7
8
,2

5
1

2
1
.7

△
 3

7
,7

4
2

△
 6

.1
5
5
2
,0

6
5

2
2
.8

△
 2

6
,1

8
6

△
 4

.5
5
7
4
,1

1
4

2
0
.7

22
,0

4
9

4
.0

5
7
6
,7

3
8

1
8
.7

2
,6

2
4

0
.5

5
5
3
,6

9
5

1
7
.2

△
 2

3
,0

4
3

△
 4

.0

扶
助

費
2
6
4
,1

9
3

9
.9

1
5
,6

9
9

6
.3

2
5
8
,1

0
6

1
0
.7

△
 6

,0
8
7

△
 2

.3
2
8
5
,8

4
1

1
0
.3

2
7
,7

3
5

10
.7

2
9
1
,6

1
1

9
.5

5
,7

7
0

2
.0

2
9
7
,5

4
3

9
.3

5
,9

3
2

2
.0

公
債

費
5
2
5
,4

0
1

1
9
.7

△
 2

7
,5

9
7

△
 5

.0
5
2
6
,2

4
1

2
1
.8

8
4
0

0
.2

5
0
1
,9

7
6

1
8
.1

△
 2

4
,2

6
5

△
 4

.6
4
1
2
,1

6
3

1
3
.4

△
 8

9
,8

1
3

△
 1

7
.9

2
9
7
,4

3
2

9
.3

△
 1

1
4
,7

3
1

△
 2

7
.8

小
計

（
Ｃ

）
1
,3

6
7
,8

4
5

5
1
.3

△
 4

9
,6

4
0

△
 3

.5
1
,3

3
6
,4

1
2

5
5
.2

△
 3

1
,4

3
3

△
 2

.3
1
,3

6
1
,9

3
1

4
9
.2

2
5
,5

1
9

1
.9

1
,2

8
0
,5

1
2

4
1
.6

△
 8

1
,4

1
9

△
 6

.0
1
,1

4
8
,6

7
0

3
5
.8

△
 1

3
1
,8

4
2

△
 1

0
.3

物
件

費
2
2
8
,2

8
5

8
.6

△
 1

0
,2

2
6

△
 4

.3
2
7
6
,9

4
0

1
1
.4

4
8
,6

5
5

2
1
.3

2
6
8
,4

4
1

9
.7

△
 8

,4
99

△
 3

.1
3
2
5
,1

5
3

1
0
.5

5
6
,7

1
2

2
1
.1

4
0
6
,3

5
1

1
2
.7

8
1
,1

9
8

2
5
.0

維
持

補
修

費
8
,9

7
9

0
.3

△
 3

,9
4
3

△
 3

0
.5

1
0
,0

9
4

0
.4

1
,1

1
5

1
2
.4

1
0
,9

5
2

0
.4

8
5
8

8
.5

6
,7

62
0
.2

△
 4

,1
9
0

△
 3

8
.3

7
,5

8
1

0
.2

8
1
9

1
2
.1

補
助

費
等

3
0
2
,2

5
2

1
1
.3

9
,4

6
3

3
.2

3
2
8
,0

2
9

1
3
.6

2
5
,7

7
7

8
.5

4
1
4
,5

6
7

1
5
.0

8
6
,5

3
8

2
6
.4

5
2
8
,7

4
6

1
7
.1

1
1
4
,1

7
9

2
7
.5

4
0
2
,5

9
3

1
2
.5

△
 1

2
6
,1

5
3

△
 2

3
.9

積
立

金
2
,7

0
2

0
.1

△
 6

4
△

 2
.3

3
,9

3
2

0
.2

1
,2

3
0

4
5
.5

3
,4

1
5

0
.1

△
 5

1
7

△
 1

3
.1

4
,4

4
2

0
.2

1
,0

2
7

3
0
.1

8
2
,0

0
0

2
.6

7
7
,5

5
8

1
,7

4
6
.0

投
資

及
び

出
資

貸
付

金
6
0
,3

1
1

2
.3

△
 9

,7
4
5

△
 1

3
.9

6
0
,3

1
8

2
.5

7
0
.0

7
0
,7

3
1

2
.6

1
0
,4

1
3

1
7
.3

5
8
,5

9
3

1
.9

△
 1

2
,1

3
8

△
 1

7
.2

6
0
,5

2
7

1
.9

1
,9

3
4

3
.3

繰
出

金
2
6
3
,1

5
2

9
.9

9
,2

3
3

3
.6

2
6
4
,8

1
6

1
0
.9

1
,6

6
4

0
.6

2
7
2
,4

9
2

9
.8

7
,6

7
6

2
.9

2
9
6
,4

3
0

9
.6

2
3
,9

3
8

8
.8

2
3
7
,4

6
9

7
.4

△
 5

8
,9

6
1

△
 1

9
.9

小
計

（
Ｄ

）
8
6
5
,6

8
1

3
2
.5

△
 5

,2
8
2

△
 0

.6
9
4
4
,1

2
9

3
9
.0

7
8
,4

4
8

9
.1

1
,0

4
0
,5

9
8

3
7
.6

9
6
,4

6
9

1
0
.2

1
,2

2
0
,1

2
6

3
9
.5

1
7
9
,5

2
8

1
7
.3

1
,1

9
6
,5

2
1

3
7
.3

△
 2

3
,6

0
5

△
 1

.9

普
通

建
設

事
業

費
3
3
2
,4

3
1

1
2
.5

2
5
2
,9

2
6

3
1
8
.1

1
3
8
,8

4
5

5
.7

△
 1

9
3
,5

8
6

△
 5

8
.2

3
5
2
,3

2
0

1
2
.7

2
1
3
,4

7
5

1
5
3
.8

5
8
3
,9

2
2

1
8
.9

2
3
1
,6

0
2

6
5
.7

8
6
6
,0

4
0

2
7
.0

2
8
2
,1

1
8

4
8
.3

災
害

復
旧

事
業

費
1
0
0
,7

1
5

3
.7

8
,3

1
5

9
.0

0
0
.0

△
 1

0
0
,7

1
5

皆
減

1
3
,0

8
4

0
.5

1
3
,0

8
4

皆
増

0
0
.0

△
 1

3
,0

8
4

皆
減

0
0
.0

0
0
.0

小
計

（
Ｅ

）
4
3
3
,1

4
6

1
6
.2

2
6
1
,2

4
1

1
5
2
.0

1
3
8
,8

4
5

5
.7

△
 2

9
4
,3

0
1

△
 6

7
.9

3
6
5
,4

0
4

1
3
.2

2
2
6
,5

5
9

1
6
3
.2

5
8
3
,9

2
2

1
8
.9

2
1
8
,5

1
8

5
9
.8

8
6
6
,0

4
0

2
7
.0

2
8
2
,1

1
8

4
8
.3

歳
出

合
計

（
Ｃ

＋
Ｄ

＋
Ｅ

）
2
,6

6
6
,6

7
2

1
0
0
.0

2
0
6
,3

1
9

8
.4

2
,4

1
9
,3

8
6

1
0
0
.0

△
 2

4
7
,2

8
6

△
 9

.3
2
,7

6
7
,9

3
3

1
0
0
.0

3
4
8
,5

4
7

1
4
.4

3
,0

8
4
,5

6
0

1
0
0
.0

3
1
6
,6

2
7

1
1
.4

3
,2

1
1
,2

3
1

1
0
0
.0

1
2
6
,6

7
1

4
.1

平
成

2
1
年

度

金
額

構
成

比
対

前
年

度

平
成

2
0
年

度

金
額

構
成

比
対

前
年

度

（
単

位
：
千

円
、

％
）

平
成

2
2
年

度
(見

込
）

金
額

構
成

比
対

前
年

度

平
成

1
8
年

度

構
成

比
金

額
対

前
年

度

平
成

1
9
年

度

金
額

構
成

比
対

前
年

度
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１
．

歳
入

年
度

区
分

増
減

額
増

減
率

増
減

額
増

減
率

増
減

額
増

減
率

増
減

額
増

減
率

増
減

額
増

減
率

町
税

2
3
8
,0

0
0

9
.0

△
 5

,0
0
0

△
 2
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